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（午前９時30分　開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

　ただ今の出席議員は17人で定足数に達して

おります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）これより会議を開きま

す。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）日程第１　会議録署名

議員の指名　を行います。 

　本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、３番　岡本君、

17番　石橋君の２人を指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　日程第２　一般質問 

○議長（森下伸吾君）日程第２　一般質問を

行います。 

　順番８、２番　板橋君。 

〔２番（板橋真弓君）登壇〕 

○２番（板橋真弓君）皆さま、おはようござ

います。本日トップバッターということで

少々緊張しておりますが、元気いっぱい頑張

ってまいりたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

　それでは、ただ今、議長のお許しを頂きま

したので、一般質問をさせていただきます。

今回は２項目です。 

　一つ目は、防災ラジオの活用について。 

　去る10月21日の昼頃、市内在住のお宅にＮ

ＴＴをかたる不審な電話がかかってくる事案

が発生した。近所の住民によると、同日に同

住宅街で四、五件同様の電話が軒並みかかっ

ていたことが判明。同日、別の地域の高齢者

宅にも同様の電話がかかり、誘導に沿って聞

かれたこと全てに回答してしまい、後からと

ても心配になり友人に相談する事態になった

という。また、この住宅街周辺では９月はじ

めにも、「近所の住宅のお宅で工事をしている。

お宅の屋根が浮いているのが見えた。早く直

したほうがよい」と言って屋根瓦の修理を勧

める、25歳ぐらいで上下作業服の怪しい男の

訪問があったという。近所の住民に確かめる

と実際に工事は行われていなかったことから、

犯罪の下調べの可能性が高い。 

　最近ニュースで話題になっている闇バイト

では、指示役が通信アプリを使って実行役に

指示を送り、独り暮らしや高齢者宅に窓ガラ

スを割るなどして侵入し、簡単に強盗殺人な

どの犯罪に及ぶ事件が頻発している。こうし

た犯罪を未然に防ぎ、市民の生命と財産、暮

らしを守るためには、情報の提供や注意喚起

が必要だと考える。幸い今年度より希望する

家庭に防災ラジオ、戸別受信機ですが、全戸

配布されている。この防災ラジオを活用して

防犯の啓発を行ってはいかがか。 

　１、防災ラジオの配布件数と活用の現状（取

決め）と課題について。 

　２、主に小学生などは遊びに夢中になりや

すいため、夕方５時の時報（夕焼け小焼け）
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を帰宅の合図にしていた家庭が多かったが、

防災行政無線の廃止に伴って時報がなくなっ

てしまい、特に時計が読めない低学年などの

児童の保護者から困っているとの声が上がっ

ている。また、農作業に携わる方などから、

昼12時の時報がなくなって不便との声もある。

12時や５時の時報に代わる市民サービスはで

きないか。 

　２項目めは、ＧＩＧＡスクール端末の更新

について。 

　ＧＩＧＡスクール構想で児童生徒１人１台

配備された端末は、今年８月現在、全国で950

万台にのぼる。今年度より更新がスタートし、

同時に大量の端末処分が発生する。特に来年

度は68％の自治体が更新を迎えるとのこと。

国は2023年10月、文部科学省、経済産業省、

環境省の３省合同通知で「ＧＩＧＡスクール

構想の下で整備された１人１台端末等の適切

な処分（再使用又は再資源化）等について」

として、ＧＩＧＡスクール端末の処分方法に

ついての方針を発表した。 

　近年、使用済みパソコンの回収後、４割近

くが海外輸出され途上国で不法投棄されるな

ど環境汚染を引き起こし国際問題化している

ことから、国際条約（バーゼル条約）の改正

により2025年１月以降、政府間合意のない輸

出は原則禁止となった。 

　国は、ＧＩＧＡスクール端末は国費で購入

し教育現場で使用という性質からも、国内循

環が担保された小型家電リサイクル法等の遵

守を義務づけている。また、行政機関で使用

した端末のデータ消去に関する認識が不十分

なまま処分したことにより、データ漏えい等

の事故が発生し社会問題化した事例もあるこ

とから、子どもたちの大事な情報等が漏えい

しないよう適正な処分をＧＩＧＡスクール端

末購入の補助金要綱とし、処分計画の策定と

公表を義務づけている。 

　国の方針に従って端末が適切に再使用・再

資源化されなかった場合、第２期端末購入の

補助要綱の対象外となる可能性がある。また、

子どもたちや家族の個人情報が漏えいするリ

スクも懸念される。そこで、本市のＧＩＧＡ

スクール端末の更新についての取組みについ

て伺う。 

　１、来年度以降、買換え及び処分するＧＩ

ＧＡスクール端末の台数は。 

　２、適切な端末処分とデータ消去に対する

認識と具体的な取組みについて。 

　以上２項目を私の壇上からの一般質問とさ

せていただきます。明快なご答弁、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君の質問項

目１、防災ラジオの活用に対する答弁を求め

ます。 

　危機管理監。 

〔危機管理監（大岡久子君）登壇〕 

○危機管理監（大岡久子君）おはようござい

ます。 

　防災ラジオの活用についてお答えします。 

　一点目の防災ラジオと表現されている戸別

受信機の配布数ですが、11月18日時点で、申

請書の回答のあった世帯数は２万336世帯、全

世帯数２万7,472世帯に対して74.0％の回答

率です。そのうち、戸別受信機の貸与を希望

した世帯数は１万2,265世帯、全世帯数に対し

44.6％の配布率となっています。 

　次に活用の現状ですが、市では防災、国民

保護及び行方不明者に関する市民の生命を守

るための放送、無線設備が機能していること

の確認としての12時と17時のミュージックチ

ャイム放送、教育委員会からの依頼による14

時30分の見守り放送を配信しています。また、

防犯に関する放送については、橋本・かつら

ぎ両警察署との覚書に基づき、要請があった

場合に配信をしています。 
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　次に課題ですが、戸別受信機は防災に関す

る情報を確実に取得していただくため配布し

ていることから、情報配信の頻度が受け手側

の許容を越えることにより市民が戸別受信機

からの放送を聞こえないように電源を切って

しまい、いざというときに役立たなくなるこ

とを危惧すること、また、戸別受信機、防災

はしもとメールなどの防災情報を取得できる

環境を一つも持たれていない市民等の掘り起

こしが必要と考えています。 

　次に二点目の12時と17時の時報に代わる市

民サービスの提供についてですが、戸別受信

機では継続して行っていますが、これはさき

にも述べたとおり電波受信確認のためであり、

本年９月末まで放送していた屋外拡声子局は

現在、経年による設備老朽のため順次撤去作

業を進めており、今年度中に完了する見込み

であることから、市内全域を対象とした屋外

放送はできません。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君、再質問

ありますか。 

　２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）まずはじめに不審な電

話について、実際に住民のお宅の留守番電話

を聞かせていただきました。音声では流せな

いので私が再現しますと、「こちらはＮＴＴド

コモです。きさまの携帯電話は本日で利用停

止されます。詳しくは１を押してください」

という感じで始まります。相談者の方は「き

さま」でおかしいというふうに思って思わず

受話器を置いたとのことで事なきを得ました

が、やっぱり心配なのは高齢者の方や独り暮

らしの方です。慌ててしまったり、すぐに相

談できない状況で、防犯上とても心配です。 

　次に画像をご覧ください。これは11月３日

付の読売新聞の記事です。見出しに、「住人縛

り強盗致傷容疑。警視庁29歳逮捕『Ｘで支持

された』」とあります。Ｘで知り合った人物か

ら空き巣に入るよう指示された、いわゆる闇

バイトの実行役は「金を持ち逃げした家。詐

欺師だからぼこぼこに。被害届は出せない。

警察を呼べない」など虚偽の安心情報を指示

役から吹き込まれ、窓ガラスを割って侵入。

数時間物色し見つかったので殴る、蹴るなど

して金を盗んだとのことです。近所の住民に

よると、周辺では二、三か月前、屋根瓦の修

理を勧める業者の訪問があったという内容で

す。 

　これ以降も同様の事件は増加し頻発化して

います。警察庁によると、リフォームや不用

品回収業者を装う不審な業者の突然の訪問は

空き巣の下見の可能性が高いということで、

また、従来の押売など悪質商法や特殊詐欺の

おそれもあり、被害に遭わぬよう防犯意識を

高めてほしいと呼びかけています。今回の電

話もそうですが、屋根修理業者も橋本市に来

ています。つい最近、私の家にも「要らない

ものはありませんか」と言って、買取り業者

を名のる男の人が突然インターホンを鳴らし

て訪問してきました。怪しい、これも下調べ

かもということで、最近起こり得る闇バイト

強盗、本当に怖いです。 

　防犯カメラや防犯グッズが売れているとい

うのを聞きます。このような犯罪を未然に防

ぐために、また、市民の不安を払拭するため

にいち早く情報を共有して守り合うという意

味で、今回、戸別受信機、防災ラジオの活用

が有効と思い一般質問をしました。 

　それでは、再質問させていただきます。 

　戸別受信機の放送基準が防災、国民保護及

び市民の生命を守るため、有事に備えての配

備ということは分かりました。ただ、今回の

ような個人情報集めが即、殺人につながりか

ねない状況では、市民の命を守るという基準

に当てはまるのではありませんか。緊急性が

あるのではと考えますが、その点はいかがで
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しょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）質問にお答えい

たします。 

　警察署のほうが緊急性があると判断された

場合には、要請により戸別受信機等から防犯

に対する情報発信を行います。また、緊急性

がない場合につきましては、市の防犯担当ま

たは消費生活センター等と調整を行いまして、

橋本市の公式ＬＩＮＥや防災はしもとメール

による啓発を行うこととしています。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ご答弁では防犯につい

ては警察署との覚書に基づいて要請があった

ときのみ配信ということでしたが、具体的に

はどんな形でどのような配信をされているん

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　警察署からは、市民の生命や財産に関わる

ことで緊急に周知しなければならない事案が

発生した場合におきましては、無線通報依頼

書というものをご提出いただきまして配信を

行っております。ただ、この依頼書を提出す

る時間的余裕がない本当に緊急の場合につき

ましては、電話やファクスによって依頼を頂

きまして配信も行っております。 

　また、配信内容につきましては、行方不明

者の捜索依頼や発見時の放送、強盗殺人事件

など凶悪犯罪の被疑者が現場から逃走した場

合、また、特殊詐欺や悪質商法等の被害が予

想される場合の警戒広報となっています。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）市民の素朴な疑問とし

て、よく行方不明になって捜索のラジオが流

れてきたりする場合に、行方不明になってす

ぐ呼びかけたら探せるのに、何で遅いんやと

いうような声とかを聞いたことがあるのです

けれども、その答えとして行方不明の捜査の

呼びかけも、個人情報の公表とか家族の意向

であるとか様々な判断をした上で警察からの

要請を受けて放送するのですぐに放送できな

いことがあるというのはお聞きしたことがあ

ります。 

　それでは、今まで特殊詐欺とか悪質な商法

への警戒配信などはありましたでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　今年度につきましては、警察署からの要請

を受けまして７月、１件配信をいたしました。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）要請や依頼があった場

合のみ放送ということですが、何でもかんで

も流していざというとき役に立たないのはや

っぱり本末転倒ということも分かるんですけ

れども、今回のような場合、スピード感を持

って犯罪の未然防止措置として、防犯上の限

定した新たな取決めというのはできないので

しょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　既に橋本・かつらぎ両警察署と防犯を含む

取決めをした上で運用をしています。ですの

で、特に新たな取決めの必要はないものと考

えています。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）全体で流すということ

は難しいとしても、視点を変えて、放送は一

部の地域だけに流すことというのは可能でし

ょうか。可能であれば、せめてその地域だけ

に情報共有ができればと考えますが、いかが

ですか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 
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○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　現在、大字単位での地区放送が可能となっ

ています。その地区別放送に必要な権限につ

きましては、各区自治会長さまにお渡しをし

ております。既に一部の地域では地区放送を

行っておられまして、各地区が必要とする情

報を各区自治会におきまして配信をしていた

だいております。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）自治会を通じて自主放

送として活用できれば、有事のときにも役に

立ちます。日頃より慣れておくことも大切で

す。今回のような防犯を呼びかける放送も可

能とのことで安心しました。 

　地域の自主防犯活動への取組みにかなり地

域差があると思うんですけれども、今回の相

談者をはじめ住民の多くの方は地区別放送に

ついて知らないと思います。区長会では既に

周知されているとのことですが、特に新興住

宅地等では自治会長や役員が１年交代のとこ

ろも多いので、年度当初に再度、各区自治会

長に区長会等で防災ラジオを活用して、情報

共有のため防犯などの呼びかけができること

を地域住民に周知徹底していただけるようお

願いしたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　議員おただしのことはごもっともかと思い

ますので、継続して周知をしてまいりたいと

思います。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）ありがとうございます。 

　次に、今回のご答弁で12時と17時のミュー

ジックチャイム放送というんですね、電波受

信の確認のためやったということをはじめて

知りました。先日のまなびの日に何人もの若

いお母さんのほうから声が上がっていた案件

です。日照時間が長い夏場だけでも学校の放

送で流すことはできませんか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　学校の放送チャイムは、学校内で始業時刻

とか終業時刻を知らせるための用途でありま

す。また、放送の音量も周囲にお住まいの方

に気を遣って、大き過ぎない音量やチャイム

を鳴らしている現状にございます。ですので、

聞こえる範囲も限られるため、学校での放送

で流すということはいたしかねると考えてお

ります。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）昔、小学校とかで帰り

の歌が流れたような記憶があったんですけれ

ども、最近はやっぱり近隣への配慮とかって

いろいろ問題もあるのかなというふうに思い

ます。なかなか文字というか時計が読めない

低学年とかその辺の方の保護者とかは、工夫

していただかないと仕方がないということで

すかね。 

　続いて、次の質問に移ります。防災情報を

取得できるツールを一つも持たれていない市

民はどのくらいいると想定されますか。自宅

にいるときとか外出を考えると、ツールは重

複して幾つも持っていてもいいぐらいかなと

いうふうに思いますが、特に高齢者、また独

り暮らしの方には絶対必要だと思います。今

後、戸別受信機の配布促進のためにどのよう

な対策を取られますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　本市の防災情報を取得するためのツールを

一つも持たれていない市民の総数についてで

すが、戸別受信機貸与の回答がなかった26％
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の世帯が不明とは思えますが、回答がないか

らといってお持ちでないとは言い切れないと

考えます。情報取得手段として戸別受信機の

ほかに現在、橋本市公式ＬＩＮＥ、防災はし

もとメール等の活用も並行して行っておると

ころではございますが、活用の実数が把握で

きていないというのが実情でございます。そ

のため、一つ以上の情報取得手段の確保につ

いては必須と考えていますので、自主防災組

織等と一緒に防災講話などを引き続き啓発を

してまいりたいと考えています。 

　また、議員の皆さまにおかれましても、住

民の皆さまと接する機会、関わる機会等も多

いと思いますので、どうぞご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）なかなか正確な数とい

うのは掌握できないというのも分かります。

地域住民、特に高齢者とか独り暮らしの世帯

こそ戸別受信機が必要、防災情報とか防犯情

報をいち早く知らせる必要があると思います

ので、私たち議員も接する機会が多いので、

近所の方で情報が行ってないかなというよう

なお宅があったら必ず勧めるように、共々に

啓発に尽力してまいりたいと思います。 

　これで１項目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、Ｇ

ＩＧＡスクール端末の更新に対する答弁を求

めます。 

　教育部長。 

〔教育部長（岡　一行君）登壇〕 

○教育部長（岡　一行君）ＧＩＧＡスクール

端末の更新についてお答えします。 

　本年１月に文部科学省からＧＩＧＡ第２期

における端末更新についての指針が示され、

端末の共同調達会議への参加や共同調達、最

低スペック基準を満たすことなどが補助要件

とされました。 

　６月には、和歌山県及び市町村を構成員と

して、ＧＩＧＡスクール構想第２期の１人１

台端末の更新に伴う共同調達を円滑に実施す

るため公立学校情報機器共同調達部会が設置

され、現在、調達方法や仕様書等の検討をし

ているところです。 

　一点目の買換え及び処分するＧＩＧＡスク

ール端末の台数についてですが、ＧＩＧＡ第

２期として令和７年度の購入予定台数は、補

助対象となる予備機を含め4,362台を想定し

ています。これに対し処分する端末は、ＧＩ

ＧＡスクール構想第１期として調達した約

4,000台を予定しています。 

　次に、二点目の適切な端末処分とデータ消

去に対する認識と具体的な取組みについてで

すが、文部科学省からの通知にもありました

が、端末を廃棄する場合は産業廃棄物となり、

本市には処理の責任が生じます。端末処理に

あたり個人情報の漏えい、不法投棄や不正に

海外へ輸出されることがないよう適正に処理

する必要があります。 

　現在、公立学校情報機器共同調達部会にお

きまして、ＧＩＧＡ第２期の仕様書の作成を

進めている中、既存端末のデータ消去の証明

書発行を求めるなど、適正な廃棄処分がなさ

れることを明記した仕様書となるよう意見を

出しているところです。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君、再質問

ありますか。 

　２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）まず最初に、画像をご

覧ください。ＧＩＧＡスクール端末更新につ

いての国の添付資料の一部を紹介します。 

　これは、2020年８月時点のＭＭ総研による

ＧＩＧＡスクール構想実現に向けたＩＣＴ環

境整備調査の調達時期別の端末台数の表です。

更新端末、トータルで652万台のうち来年度は

443万台ということで、全体の68％が更新を実
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施するという調査結果です。真ん中にどんと、

来年がブーンと伸びているんですけども、橋

本市もこの中に入っているということですね。 

　続いて、これはガーナ国に輸出されたパソ

コンの処分風景です。思いっ切り燃やしてい

ますけれども、近年、不法投棄や不正な海外

輸出で、国内1,000万台のパソコン処分需要の

約４割が海外に輸出され、不適切な処置が多

発しています。それが国際問題化していると

いうことです。 

　その対策としてバーゼル法、特定の有害廃

棄物等の輸出入の規制に関する法律というこ

とで、これらの廃棄物によってもたらされる

危険から人の健康及び環境保護することを目

的とした条約の国内法ということで、そのバ

ーゼル法の改正で新たに、今までは有害なも

のだけやったんですけども、非有害な電気・

電子機器廃棄物（ｅ－ｗａｓｔｅ）を規制対

象に追加することが決定しました。来年、2025

年１月以降は、政府間の合意がない限り輸出

は原則禁止となるということで、使用済み端

末にはレアメタル等の有用な金属資源が多く

含まれていることから、適正な再資源化を推

進することを背景として、2023年10月に文部

科学省、経済産業省、環境省の３省合同通知

として適正な処分要件を義務づけ、端末の更

新にあたって小型家電リサイクル法に基づく

国の認定事業者への処理委託で、再使用また

は再資源化を促進することとしています。 

　特に懸念されるのが、子どもたちや家族の

個人情報の漏えいです。確実なデータ消去が

必要ということです。ＧＩＧＡ端末の記憶媒

体というのはＳＳＤであって、物理破壊して

も、バーンとタブレットを壊してもデータ復

元は可能ということで、その下にある四角で

囲んでいるところは、世界シェアトップのデ

ータ消去ソフト会社によるＧＩＧＡ端末に残

存するデータの調査結果ということで、どん

なものが残って、どういうところの情報が漏

れるのかということなんですけども、一番左

が写真に位置情報ですね。２番目がネットワ

ーク情報。３番目がアプリ内にある履歴とい

うことで、例えば悩みの相談とか、そういっ

たところの会話とか受けたアドバイスなども、

それが含まれていたりとかして、そういうの

も情報が漏れるという場合もあります。四つ

目はパスワードの情報ということが挙げられ

ます。 

　最後なんですけど、情報漏えいにより知

事・市町村長が謝罪会見した事例ということ

で、左のほうは、2019年12月、神奈川県の納

税に関する個人・法人情報、公共事業のいろ

んな書類、職員の評定や公共施設整備に関す

る図面など、本当に世界でも例に見ないとい

うぐらい大量の秘密情報の流出による黒岩知

事が謝罪している写真です。 

　右は、2024年４月、札幌市内の中学校の20

代の女性教諭ということなんですけども、生

徒の個人情報が記された書類を上司の許可な

く職員室から持ち出して、体育館にうっかり

置き忘れてしまった。生徒がスマホで撮影し

た画像がＳＮＳでネット上に流出してしまっ

た。その際に特定の生徒が「低学力」やとか

「嫌われている」などと書かれた内容が写っ

ておって、それを山根教育長や秋元市長が謝

罪会見をすると。絶対あってはならないこと

ですが、ないとは思いますが、情報漏えいの

防止の徹底をお願いします。 

　以上を踏まえた上で再質問させていただき

ます。ご答弁によりますと本市も来年度の買

換えということで、4,000台処分の4,362台購

入で、１度に調達は間に合いますか。確認で

すが、予備機が362台、4,000引いたら、とい

うことでよろしいでしょうか。予備機はどう

いった場合に活用されますか。数は十分です

か。 
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○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　共同調達のＯＳ別の作業部会におきまして、

本市の希望台数等を含めて、構成するほかの

自治体の希望台数も合わせて公告をしまして

納入業者が決定をされます。当然のことなん

ですけども納期には間に合わせていただくよ

うに、県担当課には逐次調整をしていきます。 

　調達予定台数の4,362台は、来年度の児童見

込数、今3,794人と見込んでいるんですけど、

それにプラスアルファで15％分が予備機とな

ります。ですので、予備費は約560台想定して

います。 

　予備機は、端末の故障時などにおいても児

童生徒の学びを止めない観点から活用できる

ように準備をするものです。予備機15％は補

助対象の上限台数で、児童生徒用は確保でき

ると考えています。数は十分と考えておりま

す。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）今の説明ですと間に合

わせると。間に合わってもらわないと困るん

ですよね。県の公立学校情報機器共同調達部

会、県でまとめて調達するということで、本

市の担当者も入るということですね。端末購

入取扱業者についても選定されるということ

なんですけれども、端末の処分についてもき

ちんとしていただけるかどうか、管理という

か、その辺のきちっと確認というところをし

ていただけるのかということでよろしいでし

ょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）調達部会は、県及

び市町村の教育情報化担当課長で構成されて

おりまして、ＯＳごとの作業部会は自治体の

担当者で構成されています。共同調達部会に

おきまして端末の調達方法や仕様書が確定さ

れてから公告事業者が決定されます。ＧＩＧ

Ａの第１期で調達している端末につきまして

は、壇上の答弁で申し上げましたとおり、現

在作成を進めております第２期の仕様書に既

存端末のデータ消去の証明書、リサイクル作

業証明書の発行などを求めるなど、適正な廃

棄処分がなされることを明記した仕様書とな

るように意見を出しているところです。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）直接業者と交渉すると

いうわけではないので、そういった証明書が

頼りになるかなというふうに思います。きっ

ちり間に合わせていただけるようによろしく

お願いいたします。 

　最も懸念されるというのはやっぱり子ども

たちの個人データの漏えいということで、既

存端末のデータ消去の証明書発行って先ほど

も言っていただいていたように、リサイクル

作業とかもきっちり証明書を発行していただ

けるということで、スムーズな更新となるよ

うによろしくお願いいたします。 

　最後に、ＧＩＧＡスクール構想５年目を迎

えて、教職員をはじめ児童生徒もタブレット

の扱いにも慣れてきた頃かと思いますが、タ

ブレットを持ち帰って宿題とか家庭学習に使

用することはお考えですか。また、家庭のＷ

ｉ－Ｆｉ環境などはどうなっていますか。環

境が整っているのであれば、５年であっとい

う間に買換えという形になったので、５年で

買い換えれるタブレットということで、持ち

帰りは不登校児童生徒への対応の面でもかな

り有用だと考えるんですけれども、その点に

ついてはいかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　タブレットを持ち帰って宿題や家庭学習に

使用することにつきましては、導入当初から
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実現したいと考えていましたが、過去の調査

によれば、小・中学生のいる家庭のうち約１

割の家庭でＷｉ－Ｆｉ環境が整っていないこ

とが分かり、全ての家庭に通信用環境を準備

することが困難でした。これを受けまして、

引き続き家庭の通信用モバイルルーターの貸

出しは検討しているところです。どの家庭に

おきましても、インターネットに接続して家

庭学習できる環境を構築していきたいと考え

ています。そうすることでネットを利用しま

した学習環境や学習ツールなどをいつでも提

供することが可能になり、議員ご指摘のとお

り、不登校児童対策をはじめとしまして、全

ての子どもたちに個別最適な学習環境を提供

できるものと考えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）５年たっていて、やっ

ぱりＩＣＴのよさである家庭に持ち帰れると

いうところはかなり重要かなと思います。私

の孫、小学校１年生なんですけど吹田市に住

んでいまして、入学してすぐにタブレットを

持って帰ってきて、中身、ソフトとかいろい

ろ入っているんですけど、夢中になって時間

を忘れるぐらい一生懸命やっていて、そんな

に楽しいんやなという感想を見てて思ったり

しましたので、橋本市の子どもたちにもぜひ

そういった環境を準備していただければなと。

そういう方向には考えていただいているとい

うことなんですけれども、１割の家庭がＷｉ

－Ｆｉ環境が整っていないと過去の調査であ

ったということなんですけども、今回3,794

人の１割ということで、だいたい380台分のＷ

ｉ－Ｆｉ環境を整えるということでいいんで

しょうか。それを整えるにはどれぐらいの予

算で、いつまでにルーターの貸出し、タブレ

ットの持ち帰りが可能になりますか。お答え

できますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）Ｗｉ－Ｆｉ環境が

整っていないご家庭はコロナのときに調査を

させてもらっていますので、また今度、２期

の端末を導入する際に改めてその調査を行わ

させていただく予定なんですけども、予算に

つきましては今現在、当初予算の要求をヒア

リング、財政課としておりまして、査定が当

然皆さまにご審議賜ってないので申し上げに

くいところがあるんですけども、台数としま

して約300台のモバイルルーターの端末と、そ

れに伴う通信料を要求しているところです。

そのような形で、環境が整っていない生徒児

童の家庭に調達次第使っていただくように、

２年後になりますけども予定しております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君。 

○２番（板橋真弓君）来年度は端末更新とい

うことで、いろいろ手続きも、教育委員会か

なりオーバー気味にはなるかとは思うんです

けれども、スムーズに進むように、子どもた

ちがＧＩＧＡスクール構想で、いつでもどこ

でも主体的な学びができる環境整備をどうか

よろしくお願いいたしまして、私の一般質問

を終わります。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）２番　板橋君の一般質

問は終わりました。 

　この際、10時30分まで休憩をいたします。 

（午前10時12分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前10時30分　再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番９、13番　田中君。 

〔13番（田中和仁君）登壇〕 

○13番（田中和仁君）皆さん、こんにちは。 
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　一般質問をさせていただきます。 

　令和６年の能登半島地震及び９月の能登半

島豪雨は甚大な被害をもたらしました。犠牲

になられた方、被災された方に、心からお見

舞い申し上げます。 

　先日、11月11日に災害ボランティアとして

能登半島の一番先端にあります珠洲市へ行っ

てまいりました。そこで見て、聞いて、感じ

たものを一般質問させていただきたいと思い

ます。 

　この災害以来、半島防災の必要性が一層注

視されています。海に囲まれ山間部が多いと

いう地域特性は紀伊半島にも当てはまります。

これまで通常の防災については様々な取組み

が行われてきましたが、半島防災という視点

では橋本市だけではなく広域での視野が求め

られ、これまでにない課題が浮かび上がると

考えます。 

　能登半島では、半島の奥に行くほど被害が

大きく、能登市から先は主要道路の損傷が激

しく、応急処置された道路を通行するには非

常に長い時間がかかりました。私が訪問した

ときは、能登市にある日本航空能登学園ベー

スキャンプまで自家用車で移動し、災害ボラ

ンティア用のバスに乗り換えてようやく珠洲

市に到着しました。橋本市から珠洲市へは車

で片道約10時間という行程でした。このよう

な半島の距離と道路状況の悪さが復興の遅れ

に直接的に影響していると感じました。 

　橋本市は紀伊半島の付け根に位置し、重要

なベースキャンプとなります。人材や物資を

輸送する拠点としての役割は非常に大きいで

す。本市として能登半島地震における復興の

遅れをどのように分析されていますか。また、

橋本市に置き換えた場合、具体的な課題とし

て何が考えられますでしょうか。 

　答弁のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君の質問、

能登半島地震から学ぶ半島防災に対する答弁

を求めます。 

　危機管理監。 

〔危機管理監（大岡久子君）登壇〕 

○危機管理監（大岡久子君）能登半島地震か

ら学ぶ半島防災についてお答えします。 

　能登半島と紀伊半島とは、地理的にも交通

基盤的にも共通点が多いと考えており、能登

半島地震での取組みや防災対策を検証するこ

とは、今後発生が懸念される南海トラフ地震、

また中央構造線断層帯地震等における減災対

策にもつながると考えています。 

　まず、復興の遅れについてですが、１月の

地震、９月の豪雨という度重なる大災害に見

舞われたことも要因の一つと考えますが、も

ともと道路の数が少ないという半島特有の交

通状況により、主要道路の損壊が人及び物資

輸送の大きな支障となり、インフラ復旧の遅

れにつながり、これが今も復興への遅れにつ

ながっていると考えています。 

　次に、本市に置き換えた場合の具体的な課

題についてですが、一つ目は、本市は紀伊半

島内陸部に位置するという地理的条件から、

幹線道路の寸断により陸路での救助部隊・救

援物資の輸送に支障が生じること、二つ目は、

他市町村からの応援職員やボランティア等を

受け入れるための宿泊場所等が少なく、確保

が困難なことが課題と考えています。 

　和歌山県では、「能登半島地震を踏まえた防

災・減災対策の検証結果」の中間報告を10月

にまとめて公表しており、この中でもこれら

の課題が挙げられています。 

　これらの課題は本市だけでなく、広域的に

対応を図る必要があることから、災害時には、

国、県、自衛隊、近隣市町村、協定締結市町

及び協定締結事業者等とも連携をしながら対

応に努めたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君、再質問
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ありますか。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）答弁ありがとうござい

ます。答弁いただいた内容についての認識は

ほとんど差異はありませんでした。それで私

も同じように捉えております。 

　それでは、再質問ですけども、従来の防災、

それから半島防災について、今の現状の進捗

でありますとか対策状況についてお伺いして

いきたいと思うんです。 

　写真、スライドをお願いいたします。私が

行ってきたのは珠洲市、赤い点のところ、能

登半島の一番先です。ここに行ってまいりま

した。一番気になりましたのはインフラの損

害状態ですね、損傷状態。 

　上下水道部にお伺いします。インフラの耐

震化について進捗状況はいかがでしょうか。

上下水道の浄水場、下水処理場、管路の耐震

化率は。それから中継タンク、いわゆる配水

池の耐震化率は。そして、電力が遮断されて

しまった場合の浄水場、配水池、給水ポンプ

の非常用電源は準備できていますか。お願い

いたします。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）まず、耐震化

についてお答えいたします。水道は浄水場が

50％、配水池が約81％、重要給水拠点に係る

基幹管路が約41％です。公共下水道は、県が

管理する伊都浄化センターが100％、下水道管

路総延長に対する耐震化率が約57％です。 

　次に、停電対策についてお答えします。水

道の浄水場や給水エリアを多く受け持つ重要

な中継ポンプ場などは非常用発電設備を備え

ています。以外の小規模施設は、保有する可

搬式発電機や一部リースなどで対応する計画

としています。公共下水道の一番多くのエリ

アを受け持つ小峰台中継ポンプ場は、非常用

発電設備を備えています。それ以外のポンプ

場やマンホールポンプ場は、保有する可搬式

発電機などで対応する計画としております。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　先ほどの写真はマンホールが飛び出してい

るということで、下水道が見渡す限りマンホ

ールが飛び出していて、１キロ、２キロ先ぐ

らいまでずっと下水道が損傷されている状況

が気になりました。ポイントとしては各施設

と、それから管路ということになると思うん

ですけども、管路の場合は総延長が非常に長

くてお金がかかるということで、順次、計画

的にしていただいているという状況で把握し

ています。 

　次の質問に参ります。 

　写真をお願いします。ピンぼけで申し訳な

いんですけど、のと里山海道といういわゆる

高速道路ですね。これが対面通行になってい

まして、本来は２車線、２車線で４車線ある

んですけども、路肩も損傷していて、それか

ら道が崩れてなくなっているので、それを迂

回するように無理やり道をつけてあるという

ことで、スピードも出ないということで非常

に時間がかかったという記憶があります。 

　そこで、道路、橋梁についての耐震化の現

状と、それに対する災害対応の想定について

お伺いします。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）道路、橋梁につい

てお答えします。 

　橋梁は、それぞれの設計年度に見合った耐

震基準に基づき設計、工事を行っており、阪

神・淡路大震災や東日本大震災など、大きな

地震による被害状況を踏まえ設計基準が見直

されています。国の方針としましては、緊急

輸送道路等の橋梁における耐震化を推奨して

いますが、現在、橋本市においては橋梁の長

寿命化事業を優先して取り組んでいるところ
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です。 

　次に災害対応については、南海トラフ地震

などの巨大地震が発生したときには緊急輸送

道路の機能確認が必要となります。緊急輸送

道路の整合を取り、事前に選定した優先して

道路啓開を行うルートについては県や国が主

体となり、建設業協会や測量設計協会などと

連携し、被災状況や被災規模、通行の可否な

ど道路啓開上の情報を把握するとともに、人

員や機材を確保した上で調査や啓開作業が行

われます。 

　また、本市においても県と情報共有をしな

がら、道路啓開ルート以外の被災状況や通行

できない区間の把握に努め、確実に救助活動

や防災拠点から各避難所へ物資輸送ができる

よう、市内建設業者と連携して啓開作業に取

り組みます。並びに、孤立集落の有無や迂回

路の確認なども行いながら、救助や受援体制

を整えるために必要な情報発信も重要と考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　主要道路については、国・県が今耐震化を

進めていただいているというところであるん

ですけども、市道とか市の保有する橋梁につ

いては長寿命化を優先されているということ

ですね。非常にたくさんあってお金もかかる

ということで、直ちに耐震化するというのは

現実的ではない、非常に難しいということで

理解しました。 

　次の質問です。ため池についての耐震化の

現状と、それに対する災害対応の想定につい

てお伺いします。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）ため池についての

耐震化ですが、本市の防災重点農業用ため池、

177池あるんですが、現在、耐震化対策済みの

ものは１箇所、工事中のものが１箇所となっ

ています。残りの175池については、防災重点

農業用ため池に係る防災工事等の推進に関す

る特別措置法に、地震又は豪雨による決壊の

危険性の評価を防災工事の必要性についての

判断に資するために行うと定義されています。

和歌山県の方針により、まず決壊の可能性の

高い豪雨評価を実施し、防災工事が必要なも

のについて地震評価を行い工事を実施するこ

ととなっています。本市では現在、豪雨評価

を実施中となっております。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。

ため池につきましては越水が一番危ない、乗

り越えることで土手が崩れてしまうというこ

とで、豪雨評価ということをしていただいて

いるというふうにお答えを頂戴しました。あ

りがとうございます。 

　続けて参ります。能登半島地震において被

害状況の把握や捜索・救助活動、物資輸送な

ど、様々な場面でドローンが非常に有効であ

ったと伺いました。一方で、現在橋本市には

災害時に活用できるドローンがないと聞いて

おります。 

　そこでお伺いします。今後、ドローンの導

入に向けた具体的な計画はございますか。ま

た、ドローンを運用する操縦士の養成計画に

ついても併せてお聞かせください。 

○議長（森下伸吾君）消防長。 

○消防長（永井智之君）ドローンの導入及び

操縦士養成計画についてお答えいたします。 

　消防本部では、火災、捜索、救助、土砂災

害など様々な災害における消防活動の効率化

と職員の安全確保を目的に、令和７年度にド

ローンの導入を計画しています。また、令和

７年度に運用を開始するため、同年度に操縦

士を３名養成、令和９年度を目標に合計７名

の操縦士の養成を図ってまいりたいと考えて

おります。 
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　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）消防のほうで導入いた

だいている予定だということで、ありがとう

ございます。ドローンが非常に進化してきま

して、それと資格というのがいろいろ細分化

されているんですね。資格も農業用、それか

ら測量用、広告、映画用と分かれていて、防

災について言いますと、ドローン防災技能士、

災害救助用のドローン操縦士、防災用空撮ド

ローン操作技術者、ドローンを活用した防災

訓練講師、これだけの資格があるということ

ですよね。消防でお答えを頂いたんですけど

も、私は危機管理でいかがですかというふう

に何度かお伺いしたんですけども、消防とい

うのは橋本市の中に含まれますので、もちろ

ん消防が取っていれば大丈夫だということで

確認してはいるんですけども、技能集団とい

うことを考えますと、こういった資格を危機

管理でも取っていただけたらなというふうに

思いました。これは要望です。 

　写真をお願いいたします。これは災害ボラ

ンティアで泥をすくいに行った隣の家、すぐ

隣の家なんですけども倒壊している。お伺い

したいのが、再質問ですけども、住宅の耐震

化についてお伺いします。橋本市の現在の住

宅耐震化率を教えてください。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）住宅の耐震化率は、

５年ごとに実施される住宅土地統計調査によ

り全国的な指標として示されています。橋本

市の耐震化率は80％で、これは令和２年に公

表されたものになります。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）令和２年の数値ですか

らもう少し上がっているというふうに認識し

ました。珠洲市へ行きましても、やっぱり新

耐震基準以前に建てられた家屋がこのように

倒壊してしまっているということが目につき

ました。ということで、橋本市では耐震診断

とかという施策を用意していただいています。 

　そこで次の再質問ですけども、能登半島地

震の影響で耐震診断や耐震改修補助の希望者

は増えていると思いますが、十分対応できて

いますでしょうか。また、来年度予算拡張の

可能性はありますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）耐震診断の申請件

数は例年よりかなり多く、現時点で65件、ま

た、耐震改修については15件の申請となって

おり、いずれも全ての申請者に対応できてい

ます。 

　今後の予算拡張の可能性については、現在、

予算編成前の段階であり、また、財源となる

国費・県費の配分がどの程度になるかも不透

明であるため、あくまで可能性の話になりま

すが、令和７年度は予算拡張に向け調整を行

っているところです。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　やっぱり元旦に能登の災害がありましたの

で、「耐震診断をしてよ」という無料耐震診断

の申込みがたくさんあることが予想されます。

来年度拡張できるといいですね。 

　続きまして、耐震改修補助金というのがあ

るんですけども、最大116万6,000円というこ

とです。この金額を増額するお考えはござい

ますか。 

○議長（森下伸吾君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）本助成制度は国費・

県費を財源としており、国の基準に基づいた

金額としています。したがって、補助金の増

額については国・県の動向を見つつの対応と

なりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）私の実家とか結構古い
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うちになりますと、束石に柱が載っているだ

けという家があると思うんです。重たい瓦屋

根の家も多いと思います。となってきますと、

すっと何百万も改修費が要るわけですけども、

それを考えますと116万円というとなかなか、

「もうちょっと頂戴よ」という希望の声を伺

います。そこで増額してほしいなという質問

だったんですけども、財源が国・県というこ

となので難しいですね。市のほうで載せてい

ただくというわけにはいかないものでしょう

か。市長。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）確かに田中議員の実家

だけじゃなくて私の家もそうなんで、逆にあ

れを耐震したところで無理やろうなと、100

年以上たっている家なんで。難しいのは、市

民の財産のために税金をどう入れていくかと

いう問題も当然出てくると思うんです。例え

ば耐震ということで国・県が補助金をつけて

きているというところで、市も今現実はつい

ていけるというところもあります。今後、国

の予算であるとか県の予算で防災に対する考

え方が変わってきて、それが増えてきたらつ

いていけますけども、現状、国も結構予算を

切ってくるんで、今年、ため池調査の予算も

実は「補正予算を待ちなさい」ということで

当初に載ってこなかって、できていないとこ

ろもあるんで、今は国の動向を見ながら補正

予算でどれだけ出てくるかによっては、確保

をひょっとしたらできるかもわかりませんけ

ど、現状では国・県の補助に合わせた支援と

いうことになると思います。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）お考えを理解しました。

ありがとうございます。 

　次の質問に参ります。避難時の受入体制や

トイレの準備、生活用水の確保についてお伺

いします。能登では発災時から救援物資が大

量に届き、置場所の確保や救援物資を仕分、

配送プランなど想定外のことが発生しました。

救援物資について受入場所はどこを想定して

いますか。担当者・応援職員の受入れ、応援

職員の宿泊場所や駐車場、食料など、受入体

制を受援計画と呼びますが、橋本市の準備は

されていますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　救援物資の物資集積拠点につきましては、

現状では市民会館と産業文化会館と考えてい

ます。 

　また、受援計画につきましては、今年度か

ら来年度にかけて地域防災計画を改定いたし

ます。この改定に合わせまして、令和７年度

に受援計画を策定いたします。置場所の確保

や救援物資の仕分等については、この受援計

画に基づき運用をしていくこととしています。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）また来年度お伺いした

いと思うんですけども、現地の珠洲市でお伺

いした話なんですけども、救援物資が恐らく

どっと本部には来たんだと思うんですけども、

なかなか配送ができなかった。被災者と話を

する中で、「五、六十人いたんだけども、おに

ぎりが10個しか来なかったのよ。そのときに

見放された、絶望したというふうに感じたん

です」ということだったんです。ところが、

話の続きがありまして、やがて段ボールいっ

ぱい届くようになったんだけども、その段ボ

ールに「決して見放しません」とマジックで

書いてくれてあった。こういうことは受援計

画にも載ってこない話であるんですけども、

非常にあったかい行政の取組みだったんだろ

うなということが想像できました。 

　写真をお願いいたします。これはトイレで

すね、「いただきへの、はじまり富士市」って、
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トレーラートイレを応援でお借りしている。

それを災害ボランティアセンターにぽんと置

いてくれてあった。 

　トイレについての質問です。能登半島で依

然としてトイレが少ない状況です。イベント

などで使うボックス型の仮設トイレ、業者と

協定を結んだり、保有個数を毎年把握したり

されていますでしょうか。また、同僚議員の

一般質問にもありましたので重ねての質問に

なりますが、トレーラー型のトイレの備蓄や

他市から受援計画も必要と考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　仮設トイレ等資機材を協力いただける事業

者とは協定を締結しておりまして、毎年状況

確認を行っております。また、トイレトレー

ラーにつきましては、以前に16番議員からも

ご質問を頂いておりましたが、トイレトレー

ラーの導入については牽引免許や保管場所、

高額な維持費が必要になること、また、被災

時での有効性は理解はいたしますものの平時

との併用活用が難しいことから、導入は現在

考えていません。まず、市及び家庭における

携帯トイレ等のトイレ処理セットの備蓄を早

急に進めてまいります。 

　また、受援計画につきまして、先ほどお答

えしましたとおり令和７年度に策定をする予

定としています。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）有効性というものを理

解していただいているということで、ありが

とうございます。また、値段が下がってきた

らお願いしたいと思います。 

　次の質問です。ペットボトルの飲料水とは

別に、手洗いや泥を落とすなど生活用水も必

要です。そこで、橋本市は一つの考え方とし

て民間の井戸を使わせていただく災害時協力

井戸の募集をされていますが、こちらの説明

と応募状況をお尋ねします。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　災害時協力井戸の登録制度につきましては、

「広報はしもと」令和６年12月号でもお知ら

せをしておりますとおり、災害等におきまし

て水道施設が被災した場合に、施設復旧まで

の生活用水を確保するために個人等が所有す

る井戸を事前にご登録いただきまして、災害

時に様々な場面で住民の皆さまの避難生活を

支える手段として提供をお願いするものです。 

　登録状況につきましては、現在45件登録を

頂いております。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　井戸水として必ずしも飲料水というわけで

はなくて、長靴を洗ったりする水がなくて困

ったということで、こういった制度をもっと

周知していければ私もいいなと思います。 

　次の質問に参ります。避難所の暑さ・寒さ

対策についてお尋ねします。私は災害ボラン

ティアで行って、午前中、中学校の体育館の

避難所を片づけてほしいということで行って

まいりました。段ボールベッドとか段ボール

のパーティションを組み立ててあって、11月

11日ですからおよそ11か月過ごされたんだな

と思って体育館に入りますと、皆さん、待ち

かねたように壊すというか撤収を始めて段ボ

ールを分別し始めたんですけども、気になっ

たのはマットレスなんですね。マットレス、

捨てるんですけども、裏側がことごとく汗で

カビが生えていまして、和歌山県より涼しい

と思うんですけどもマットレスの裏がカビが

生えてしまっていたんで、かなり暑い避難所
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生活をされたんだなというふうに感じました。 

　橋本市においても夏の避難というのは苛酷

な状況になるんだろうなというふうに想像す

るんですけども、現在のところは最も備蓄に

向いていると言われる段ボールベッドであり

ますけども、夏は暑く冬は寒いと言われます。

場合によっては災害関連死と結びつきます。

体育館のエアコン導入は難しいということは

伺っておりますが、生徒のみならず避難のこ

とも考える必要があると感じました。暑さ・

寒さ対策をいま一度お考えいただき、エアコ

ン導入はいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　９月議会の６番議員の一般質問でもお答え

させていただいたように、学校体育館への空

調機の設置につきましては教育環境の改善の

面からも必要性は認識しているところですが、

特別教室への空調機設置を優先的に取り組ん

でいるところでありまして、現時点では学校

体育館への設置につきましては計画の策定も

着手できていない状況です。今後、特別教室

への空調機設置状況の進捗に応じまして、学

校体育館への空調機設置計画の検討を行いた

いと考えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）補足をさせてもらいま

す。 

　今、石破政権の中で補正予算の中に、体育

館の中に空調をつけようという補正が上がる

かもしれません。閣議決定したんで、多分入

っているとは思います。当初、断熱材を張ら

ないといけないと言っていたのが、若干緩和

されそうな動きもありますので、その内容も

見た上でどこからするかという。補正予算が

今年だけやったら続けて無理かなと思うんで

すけども、そこは今文部科学省のほうと情報

交換をしていまして、その中である程度、本

当に冷房だけ、エアコンだけでいけるのか、

それに付随したものが大分についてくるのか、

補助金との兼ね合いで今後考えていきたいな

と。補正予算がそんなたくさん上がるわけで

はないと思うんですけどもそういう対応を、

文部科学省に送っている職員からも話があり

ましたので、今後、できるかどうかの判断を

していきたいというふうに思っています。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございまし

た。 

　現状、体育館のエアコン導入が難しい場合

はどのような暑さ・寒さ対策を想定していま

すか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）体育館につきまし

ては現状では、夏場では扇風機やスポットク

ーラー、冬場では石油ストーブなどによる暑

さと寒さ対策になります。そのため、まずは

校舎内の教室を避難所として活用することを

想定しています。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　珠洲市ではストーブの前が場所取りで殺到

したということで、現状をお伺いしてまいり

ました。教室であれば部屋も小さいし、スト

ーブの効き方もいいかなと思うんですけども、

学校の授業再開との併用というのがあります

ので、ここを深掘りすると時間がなくなるの

で、また改めてお伺いしたいと思います。 

　次の質問に参ります。災害ごみについて。

洪水などの被害では多くのごみが出ます。民

家から出る災害ごみはどのように運搬処理す

ると想定されていますか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）過去の災害時にお
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きましては、市及び生活系ごみ収集委託業者

の業務対応、応援によって被災された方の宅

前まで戸別に特別収集を実施して、市が適切

に処理を行ったということです。災害による

被害状況によっても変わってくるんですけど

も、基本的には同じような対応を想定してい

ます。市が管理する一時集積所の候補地につ

きましては、市内全域で11箇所設定していま

す。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　家の前に出してくださいねということです

ね。災害ごみと便乗のごみとは区別するよう

にということだと思うんですけども、珠洲市

なんかで野積みというか、「空き地に置きよ」

ということになりますと、ガラスの破片とか

汁が出て、その土地がもう復活できないぐら

い汚れてしまうということになりますので、

私も家の前がいいなと思っていましたので、

いい答弁を頂戴したと思います。 

　次の質問になります。災害発生時は高齢者

や障がい者などの要配慮者についての避難は

どのような流れになりますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

　災害発生時には、まず身の安全を最優先に

していただいて、市が定める拠点避難場所へ

の避難ということになります。その後につき

ましては拠点避難場所において、避難された

方、要配慮者の体の状態や介護の状況などを

お伺いさせていただいて確認を行って、その

結果に基づいて必要に応じて介護保健施設や

福祉避難所、医療機関等への入所または入院、

搬送ということになります。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　福祉避難所という非常に難しいテーマだと

思うんですけども、同じように被災された環

境の中で、預かるというか滞在型の施設の場

合は既にいらっしゃると。それにプラス何人

取っていただけるかというとなかなか難しい。

デイサービスの場合は夜を通して泊めてあげ

たこともないということで、これも起こって

みないとどこまでなるか分からない。珠洲市

の状況を見てみると、災害区域外へできるだ

け出ていかれる、避難されていくということ

になっていると思うんですね。1.5次避難とか

いう言葉がありますけども、１回そこに入っ

てもらって、その先の避難に探してもらうと

いうようなことで、災害が起こってからなか

なか探すのが難しい状況にあるのかなという

ふうに想定しました。個別避難計画をつくる

ときに、そういうことが起こり得るよという

ことの情報は必要かなというふうに思います。 

　次の質問に参ります。災害ボランティアに

ついて。能登地方ではもっと災害ボランティ

アが欲しいと発信しています。一方で、ボラ

ンティアセンターの容量とか軽トラック、資

機材、水道やトイレの不足など、多くのボラ

ンティアを受け入れる体制が整っていないの

ではと感じました。災害ボランティアは復旧

作業が大きな使命ですが、宿泊や食事、買物

など、そのまちの経済に大きな役割を果たし

ます。橋本市は最大どの程度災害ボランティ

アを受け入れる想定をしていますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　本市におきましては、橋本市社会福祉協議

会が主体となりまして作成いたしました橋本

市災害ボランティア設置運営マニュアル、そ

れに基づきまして災害ボランティアセンター

を運営することとなります。被災状況によっ
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て災害ボランティアの受入れ、派遣の規模が

変わるというふうに想定されますので、現状

最大の受入規模というのは想定はできません。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）二点気づいたことは、

社会福祉協議会が主体となって作成したとい

うところですね。橋本市が主体となって作ら

なくていいんかなという部分が気になるんで

すけども、もう一つは、災害の規模によって

最大の受入人数は変わってきますので想定で

きませんというところなんですけど、質問と

答えとのギャップがあって、「100人ぐらい可

能ですよ」というお答えが欲しかったかなと

いうふうに思います。海南市の例で言うと１

日100人で定員マックス、珠洲市で言うと40

人のバスが２回来る、80人がマックス。多分

それが限界やと僕は思うんです、何箇所かの

災害ボランティアセンターに参加した感想で

ありますけども、その程度最大受入れができ

ればマックスかなというふうに私は想定して

いますので、どうぞご参考に。 

　次の質問に参ります。運動公園なんですが、

和歌山県が災害時の広域防災拠点として想定

しています。大型の建設車両や移動用のバス、

自衛隊、災害ボランティアの車両など多くの

車両が来ます。災害時に十分機能を発揮する

にはガードマンが必要ないような出入口の拡

張や動線の確保が望ましく、改修できないも

のでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）運動公園は和歌

山県の広域防災拠点として位置づけられてお

りますので、有事の際の動線確保など環境構

築につきましては県に働きかけてまいりたい

と思います。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　もともと運動公園はスポーツ公園ですから、

災害防災拠点で造ったものではないので今は

現状はいいんですけども、県が想定していま

すので、それであればちょっと広げてよとい

うお願いはしてもいいんじゃないかなと思い

ます。 

　次に参ります。災害時の非常用電源につい

て。避難所として想定している学校、公民館

や広域防災拠点となる県立体育館の非常用電

源の備えはありますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　市立の小・中学校や公民館につきましては、

非常時に施設の電源確保に対応できる非常用

発電機は備えていませんが、あやの台小学校

におきましては自校の太陽光発電から照明を

つけるなど、一定程度の電力を確保すること

ができる設備があります。また、県立体育館

とサカイキャニング産業文化会館におきまし

ては、非常用のディーゼル発電機が設置され

ております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）分かりました。 

　市役所についてお伺いします。市役所の非

常用電源はありますか。また、電話交換機は

電源が必要と思います。停電時に電話を受け

ることは可能でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）市役所本庁舎には、

停電時に電話交換機を稼働させるための非常

用電源はありません。電話交換機が稼働しな

くても通話可能な回線が８回線あります。１

回線が代表電話で、残りの７回線は本庁舎及

び教育文化会館における各部の直通の回線と

なっています。ただ、それぞれで重複する電

話を受けることはできません。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 
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○13番（田中和仁君）８回線は停電時でもい

けると。代表電話、1111の場合は１回線あっ

て、使っちゃうと話し中になるので、それぞ

れの部の直通電話は１回線ずつ生きているよ

ということでお伺いしました。停電時に電話

交換機を稼働させて、通常時のように市民か

らの複数架電に対応できるように非常用電源

を導入することはできませんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）電話交換機の機能

を通常時のように使うとなりましたら、庁内

のネットワークを起動している機器の電源も

同時に必要になります。そのため多大な電力

が必要となってきます。約40キロワットの発

電機の導入というのを過去に検討したことは

あるんですけども、発電機本体の整備とか、

それに耐え得る配線の工事等でかなり高額の

費用がかかるという結果になったことから断

念したという経緯がございます。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）この庁舎が古過ぎて駄

目ということですね。新しく建てるときには

ちゃんとしてほしいというふうに思います。 

　市民病院についてお伺いします。非常用電

源の備えはどうですか。水、食料についても

患者さんや職員は必要とします。いかがでし

ょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）市民病院の

非常電源の備え及び水、食料などの備蓄状況

についてお答えいたします。 

　まず非常用電源につきましては、停電時に

手術室、ＨＣＵ、検査室などへの電力供給が

できるよう、灯油を燃料とする自家発電設備

の整備を行っており、３日分の２万5,000リッ

トルの燃料を備蓄しております。この燃料に

つきましては定期的に点検し、追加補充をし

ているところでございます。また、あくまで

もこれは非常電源ということで、今年８月に

発生しました日向灘の真夏の震災の踏まえた

中で、一般電源の確保、エアコンが止まって

しまうような形になりますので、患者さんの

療養環境が劣悪にならないよう、こういった

エアコンへの電力供給に関しましても今後ど

う確保していくのかというところを、現在、

財源の確保と併せて行っているところでござ

います。 

　また、水、食料につきましては、入院患者

用として300人掛ける３日分を、職員用として

は225人掛けることの３日分を備蓄しており

ます。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）計画していただいてい

るということで、ありがとうございます。 

　次の質問に参ります。災害救助法が来年改

正される見込みです。避難所に避難しなかっ

た高齢者など要支援の方の支援が在宅では適

用されない。それが在宅でも適用される内容

になる見込みですけども、在宅で支援を必要

としている場合、そのことを把握するにはど

のような方法がありますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　配慮が必要な方につきましては、事前に作

成をしている避難行動要支援者名簿により把

握に努めております。しかしながら、市で全

て把握するというのは大変困難でございます

ので、地域の自主防災組織や民生委員の皆さ

まがご確認いただきました情報を市と連携を

していただくようにしております。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　次の質問です。災害時には市民も情報の取

得が大切だと考えます。災害時情報発信のデ
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ジタル化について市ではどのようなものを想

定していますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　災害時には、市では戸別受信機や橋本市公

式ＬＩＮＥなどで情報の発信をしていきます。

また、市ホームページにおきましても、災害

情報などのポップアップ画面などですぐに情

報を取っていただけるように取組みをいたし

ます。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）ありがとうございます。 

　避難所受付とかをＩＴ化しようと思ったら、

ＱＲコードを読んで入力するなどのＤＸ化、

そういったことというのは珠洲市でも見られ

ました。この辺の技術の進化というのは非常

に激しいので取り入れていっていただきたい

と考えます。 

　次の質問です。答弁にもありましたが、能

登半島地震における課題について、答弁以外

に課題はどういったものがありますでしょう

か。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　発災の翌日には大量の支援物資が集積の拠

点に到着をしていたようですが、職員だけで

は対応ができなかったという実情、先ほど議

員もおっしゃっておられましたが、その実情

や、また、孤立集落への物資輸送の確保も課

題と考えております。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）現在の珠洲市でもそう

いった部分がまだあるか、職員が疲弊されて

いるんかなという印象を受けました。災害ボ

ランティアがほぼほぼ泥かき専門になってい

るんで、例えば災害ボランティアセンターの

受付ですとか、道具の片づけですとか、そっ

ちもかなり人手が要るはずなんだけども、例

えば女性が災害ボランティアで来られた場合

でも、同じように重たい土のうを持って泥か

きをされていると。例えばこの質問にありま

した救援物資の仕分ですとか、入れる部分が

あるんだろうなというふうに感じましたので、

災害ボランティアセンターの仕事の範囲、そ

こをちょっと広げていただく考えを持ってい

ただきたいなというふうに要望しておきます。 

　次の質問です。能登半島地震ではマンホー

ルが飛び出すなど、液状化の被害も甚大でし

た。その液状化について市民の関心も高くな

っていることから、市のホームページ等で確

認する手段はありますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

　橋本市地図情報サービス、橋本マップがご

ざいますが、この防災情報の中に南海トラフ

巨大地震及び東海・東南海・南海地震の３連

動地震の震度予測図とともに液状化危険度予

測図というものを掲載しておりますので、そ

ちらでご確認をしていただくことができます。

閲覧の際には、橋本マップのトップページよ

り防災情報をご選択いただきまして、地図を

探す画面に表示される地図上で確認したい地

点を表示していただいてから、左側に表示さ

れるメニュー、Ｈ26地震被害想定の中から液

状化危険度予測図をご選択いただきますと、

表示が切り替わりまして液状化を確認するこ

とができます。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）詳しくありがとうござ

います。この液状化マップ、結構出しにくい

ですよね。ハザードマップというのがありま

すので液状化情報も発信したらどうかなと思

うんですけども情報だらけになるということ
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で、今のところは橋本マップから見ていただ

くということになるかと思うんです。どっち

で見ますかということになっているんですよ

ね。南海トラフ巨大地震、それから３連動、

東海地震・東南海地震・南海地震が連動した

場合という部分で分けてマップを見ることが

できる。 

　私も最近まで橋本地区は震度６弱がだいた

い主な震度かなというふうに考えていたんで

すけども、もう一個あるんですね。全割れと

いいまして、例えば３連動の場合は南海・東

南海・東海がどの順番か分かりませんけども、

１個地震があったらそれに関連して次の地震

が起きて３連動する。ちょっとずつ時間がず

れて、影響されて三つとも地震が起こるとい

う３連動ですね。もう一つ全割れというのが

ありまして、全部いっぺんに地震が起こると

いう一番怖いやつ。それでいくと橋本市震度

７という情報が出てまいりますので、それプ

ラス液状化だとかなり被害が大きいんかなと

いうことで、自分のご自宅が液状化の範囲に

あるかどうかということは一度確認しておく

だけでいいと思うんですけども、非常に参考

になる、備えになるというふうに考えまして、

液状化の情報をどのように発信するかという

ことを今後考えていただきたいというふうに

思いました。 

　たくさん再質問してすいません。以上で質

問を終わります。 

○議長（森下伸吾君）13番　田中君の一般質

問は終わりました。 

　この際、午後１時まで休憩をいたします。 

（午前11時25分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後１時00分　再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番10、14番　南出君。 

〔14番（南出昌彦君）登壇〕 

○14番（南出昌彦君）皆さん、こんにちは。

昼食が終わった後でちょっとゆったりしてい

ますけど、よろしくお願いしたいと思います。 

　それでは、議長のお許しを頂きましたので、

質問をさせていただきます。今回は三点とい

うことでさせていただきます。 

　一つ目、高齢者等の移動支援と地域公共交

通についてということで、公共交通は自家用

車や運転免許を持たない人、高齢者、障がい

者、子どもを中心とした多くの人にとって欠

かせない移動手段であり、高齢化や免許返納

者、移動制約者の増加に伴ってその重要性が

高まっています。早急な対応が必要と考えら

れることからお伺いします。 

　１、公共交通施策に対する満足度が非常に

低い数値となっていますが、分析結果と満足

度向上に向けた具体的な改善策についてお伺

いします。 

　二つ目、デマンドタクシー稼働率の直近の

実績についての分析結果と具体的な改善策に

ついてお伺いします。 

　大きな二つ目、いじめ対策の進捗状況につ

いて。 

　令和６年３月議会において一般質問したい

じめ対策について、教育長の答弁では、「児童

生徒、学校保護者がより相談しやすい組織に

するため、教育相談センターや青少年センタ

ーを含め、機構を検討したいと考えています」

との答弁がありました。令和６年度も第３四

半期の半ばを過ぎていますが、いじめ対策に

ついてお伺いします。 

　一つ目、文部科学省の調査では、令和５年

度のいじめ認知件数は約73万件で過去最多を

記録しています。前年度の約68万件から7.4％

増加しています。学校種別の認知件数は小学

校が約58万件、中学校が約12万件、高校１万
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件、そして特別支援学校が3,324件となってお

ります。また、心身や財産に重大な被害があ

ったなどとして認定される重大事態の発生件

数は1,306件と、こちらも過去最多を記録して

います。前年度の919件から42.1％増加してお

り、初めて1,000件を超えております。橋本市

のいじめ案件の現況についてお伺いいたしま

す。 

　二つ目、「児童生徒、学校、保護者がより相

談しやすい組織にするために、教育相談セン

ターや青少年センターを含め、機構を検討し

たいと考えています」との答弁がありました

けれども、この取組み状況についてお伺いい

たします。 

　大きな三つ目、第２期橋本市立小中学校適

正規模・適正配置基本方針についてお伺いい

たします。 

　第２期基本方針では、学校は地域の文化交

流の拠点であることを改めて認識した上で、

子どもにとって望ましい教育環境を構築する

ことを検討した結果、学校再編の基本方針を

示し、学校適正規模・適正配置を進めるとし

ています。また、学校再編の基本方針につい

ての関係者説明に際しては、丁寧な説明と対

話を重視しながら進めていくとしています。 

　一つ目、これまでの地域説明会・意見交換

会の実施後、基本方針及び学校再編の進め方

について、検討事項・変更点があれば説明を

お願いいたします。 

　二つ目、橋本中央中学校区の学校再編の基

本方針及びこれまで並びに今後の取組みスケ

ジュールについて詳細をお伺いいたします。 

　以上三点、明快なご答弁をよろしくお願い

いたします。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君の質問項

目１、高齢者等の移動支援と地域公共交通に

対する答弁を求めます。 

　総合政策部長。 

〔総合政策部長（井上稔章君）登壇〕 

○総合政策部長（井上稔章君）高齢者等の移

動支援と地域公共交通についてお答えします。 

　一点目の公共交通施策に対する満足度です

が、本市が実施する橋本市まちづくりのため

のアンケートでは、「満足」もしくは「やや満

足」と答えた方が全体の17.5％となっており、

多くの方に満足いただけていないのが現状で

す。 

　このような状況を受け、本市では、乗降者

アンケートや乗降者状況調査を行った中で、

コミュニティバスとデマンドタクシーや路線

バスに乗り継ぎしづらいとのお声を受けて、

令和５年４月に橋本市民病院の診療開始時間

の午前９時までに到着する路線バスに乗り継

げるようなダイヤ改正の実施や、コミュニテ

ィバスとデマンドタクシーや路線バスとの乗

換時の待ち時間を短縮するためのダイヤ改正

などを行うなど、市民の皆さまに満足いただ

ける公共交通となるよう努めてまいりました。

今後も利用者の意見を聞きながらダイヤルー

トの見直し等を行うことで、市民の満足度向

上に努めてまいります。 

　二点目のデマンドタクシー稼働率の直近の

実績についての分析結果と具体的な改善策に

ついてですが、本市のデマンドタクシーは日

曜日、祝日と12月29日から１月３日を除く月

曜日から土曜日に10路線を運行しています。

稼働率については、目標値を令和９年度で

30％としており、年々徐々に上昇しています。

しかしながら、バス停設置等まだまだ市民の

方から要望があるなど、公共交通施策に対す

る市民の満足度の低さについて認識している

ことから、まず改善策の一つとして、橋本市

生活交通ネットワーク協議会と協議しながら、

デマンドタクシーのバス停数を増やすことを

早急に進めていきます。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君、再質問
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ありますか。 

　14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ました。 

　常日頃から市民の方からいろいろ相談、ま

た意見、要望等を受ける中で、本当に多い中

の一つが地域公共交通ということです。特に

デマンドタクシーの運行しているエリアの

方々については、地理的なところから坂道が

多かったり、バス停から遠かったりというこ

との中で、非常に要望、意見が多いわけです。

そんな中で今回質問をさせていただきました

けれども、事前の打合せの中でもお話ししま

したように、本来であればデマンドタクシー、

ドア・ツー・ドアが理想的かなというふうな

意見をはじめ、今、部長のほうから答弁いた

だいたバス停を増やしてほしい、また増便し

てほしいというようなところが大きな改善点

になるんかなというふうに思います。 

　そんな中で今回、バス停を増やすよう進め

るということを答弁いただきましたので、ま

ずは一歩一歩ということを私も考えた中で、

しっかりとそのことを進めていただきたいと

いうふうに思います。そういうことで意外で

すけども、この件については再質問はしない

ということで、一つ目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、い

じめ対策の進捗状況に対する答弁を求めます。 

　教育長。 

〔教育長（今田　実君）登壇〕 

○教育長（今田　実君）いじめ対策の進捗状

況についてお答えします。 

　一点目の橋本市のいじめ案件の現況につい

てですが、令和５年度児童生徒問題行動調査

において、いじめ認知件数は小学校が724件、

市立中学校が24件となっております。その内

訳として暴力を伴うものとして小学校で210

件、市立中学校で１件あり、暴力を伴わない

ものが小学校で514件、市立中学校で23件とな

っています。各学校ではいじめアンケートを

ほぼ毎月実施し、早期発見・早期解決に向け

て取り組んでいます。同調査におけるいじめ

解消件数は小学校が465件、市立中学校が15

件となっています。未解決分については、当

該学校が中心となって学校教育課及び関係諸

機関が連携して解決に向けて取り組んでいま

す。 

　次に、二点目の機構の検討状況についてで

すが、子どもを取り巻く環境が複雑で多様化

する中、学校、家庭や社会生活において直面

する課題等を児童生徒、保護者、学校が相談

しやすい組織体制の構築を検討しています。

教育相談センターや青少年センターを含め、

より機能的、効率的に活動できる体制を令和

７年度から開始できるよう、教育委員会内で

機構の検討を行っていますので、ご理解いた

だきますようお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君、再質問

ありますか。 

　14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）答弁ありがとうござい

ました。 

　機構を検討するとの答弁があってもうすぐ

１年、早いもんかなというふうに思います。

そこで今、教育長も述べていただきましたよ

うに、令和５年度も約1,000件近いいじめ認知

件数があったということであります。積極的

に認知件数をカウントしているということか

ら言いますと、そういう意味合いにおいては

多いということですけども、これは全国的に

そういうふうな傾向でカウントされていると

いうことから言いますと、橋本市の1,000件近

い件数というのは、私から言いますと非常事

態の状況が続いているというふうに感じてお

ります。しかも、解決していない案件が57件

ということで、これも少し深刻な問題かなと
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いうふうに思うわけなんですけども、やっぱ

りいじめイコール命に関わることですので、

非常に対応も難しいのかなというふうに思い

ます。 

　私も前に提案させていただいた全国から進

められている、市長のご家族の方も寝屋川市

に住んでいるというふうなことで市長も説明

いただきましたけども、やはり市長部局でし

っかりと人権問題だと、人権侵害やという立

ち位置に立って対応していただける部署とい

うか課が必要かなということで質問をさせて

いただいたわけなんですけども、そこのとこ

ろは教育委員会内で新しい機構をつくるとい

うふうな答弁だったと思うんですけど、そこ

の人権問題、人権侵害というようなところを

十分認識いただいて、その機構についての検

討を進めていただきたいというふうに思いま

すけれども、その点いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）もちろんいじめとい

うことについては人権問題という視点から考

えていくということはすごく大事なところで

あります。そして、認知件数の数のうち、軽

微なものと言ったら語弊があるかもわかりま

せんけれども、本当に日々の教育活動の中で

解決をしていったほうがいいという件数のほ

うがはるかに多いというところがあります。

そういったことから、まずは教育委員会内で

しっかり相談を受けるところ、そして相談を

受けた後、しっかりその中でアセスメントを

し、そして学校とともに取り組む形をつくっ

ていくことが大事かなということも考えた上

で、まずは教育委員会内で取り組んでいきた

いと考えているところです。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　新しい部署を立ち上げて専門的な部署とい

うことになりますと、やはり目標としていた

だきたいのはいじめを即時に停止させるとい

うことが一つの行政的なアプローチの確立と

しては必要なことかなというふうに思います。

そういうことを踏まえて、必ずといいますか、

４月１日からスタートできるように万全を期

していただきたいというふうに思いますけど、

その点どうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）今のところ教育委員

会事務局で検討したことを提案しているとこ

ろです。そして今後、そのことが決定し、予

算等も整備できた段階できちっとそこが開設

できるということが決まっていきますが、そ

れに向けて今から準備をしておくというとこ

ろは必要かなと、そんなふうに思っておると

ころです。しっかり他市の先行事例というの

もありますので、どういったところが大事か

というところの研究も併せてしているところ

なんですけれども、そういったことも含めて

準備をしっかりしてまいりたいと思っており

ます。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　冒頭にも言いましたけども、答弁いただい

てからはや１年です。１年たったらそろそろ

始動してほしいと、スタートしてほしいと思

います。まなびの日の市議会のコーナーにも、

意見を書いてもらう木を作って、教育関係の

ところも書かれておりましたけども、いじめ

について書かれた市民の方もおられました。

そういうことから言ってもしっかりと対応し

ていただけるようにお願いしまして、この質

問を終わりたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、第

２期橋本市立小中学校適正規模・適正配置基

本方針に対する答弁を求めます。 

　教育部長。 

〔教育部長（岡　一行君）登壇〕 
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○教育部長（岡　一行君）第２期橋本市立小

中学校適正規模・適正配置基本方針について

お答えします。 

　一点目の第２期基本方針及び学校再編の進

め方における検討事項・変更点についてです

が、学校再編の方針について、当初の学文路

小学校と清水小学校の再編統合については、

現在、学文路小学校・清水小学校・橋本小学

校の３校による再編統合を検討しています。 

　各中学校区の学校再編の目標年度ですが、

今回の第２期基本方針の変更協議に時間を要

することから、令和７年３月を目標としてい

た（仮称）橋本市の新しい学校づくり推進計

画の策定時期が、令和７年12月以降へ変更に

なることや、学校再編に向けて準備期間等を

考慮し、各中学校区での学校再編の目標年度

の変更についても検討を進めています。 

　二点目の橋本中央中学校区の学校再編の基

本方針及びこれまで並びに今後の取組みスケ

ジュールについてですが、学文路小学校・清

水小学校・橋本小学校の３校による再編統合

の検討を進めていることから、当初の第２期

基本方針にある「学文路小学校と清水小学校

の統合を進めた後、統合から概ね10年経過後

に西部小学校と橋本小学校との学校再編を検

討する」とした方針内容の見直しを検討して

います。なお、第２期基本方針の学校再編の

基本方針に示されていない学校については、

現状では、再編統合を検討する予定はありま

せん。 

　今後のスケジュールについては、学校再編

対象校や未就学児の保護者、地域住民へ行っ

た説明会・意見交換会と同様に、来年１月以

降、第２期基本方針の変更内容を中心に、説

明会・意見交換会を実施していきたいと考え

ています。また、再編対象校以外の学校につ

いても方針の内容を説明し、意見交換の場を

設定できるよう進めてまいります。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君、再質問

ありますか。 

　14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）確認ですけども、文部

科学省では、小・中学校ともに12学級から18

学級が標準規模、それから、本市の教育委員

会では、子どもが多様な学習形態で学び多様

な考えに触れることで、思考力・表現力・問

題解決力等が育まれ急激な社会変化に対応で

きる力を身につけるために、各学年２学級以

上が望ましいというふうなことで進められて

いると思います。 

　そこで再質問させていただきます。今答弁

にもありましたように、統合対象校だけに対

しての説明会・意見交換会ということであっ

たわけなんですけども、橋本市の小・中学校、

統合対象であろうと統合対象でない学校であ

ろうと、全て橋本市の小・中学校です。今回

の再編統合に関連してどの学校にも影響もあ

りますし、どの学校の保護者の方、関係者の

方もいろんな意見も、いろんな思いも、心配

もされていると思います。そういう意味では、

答弁していただきましたけども、早急に統合

しないと一応考えられている学校に対しても

説明会・意見交換会を開催していただきたい

と思うんですけど、いつ頃を予定されており

ますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）時期を申し上げま

すと、２回目の説明会ということで対象校の

保護者、地域の方々、それから未就学児の保

護者と合せて、時期としたら２月から３月を

予定してございます。このままいけばですけ

ども、あくまで予定ということでご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。 

　できるだけ早いうちに意見交換会、できる
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ようによろしくお願いしたいと思います。 

　次に、先日の教育委員会の定例会、傍聴に

行かせていただきました。そこで先ほど答弁

にもあったように、清水・学文路の２校の統

合という最初の案から見直し案が出まして、

そこへ橋本小学校も含めて３校の統合案を考

えているということで説明をしておりました。

そこで私、感じるわけなんですけども、では、

残された１校のことをどう考えているのかと

いうことです。統合することによるメリット

というのもありますし、また、統合されない

学校は、私たちはどうなるんやろうというふ

うな不安もあるかなと思います。またさらに

は、ただし書には、私、聞いた記憶なんです

けども、記憶が間違っていれば勘弁いただき

たいんですけども、橋本中学校区のただし書

には西部小学校の名前が消えていたと思うん

です。その点を含めてご説明をお願いしたい

と思います。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）お答えいたします。 

　２期方針におきましては、基本的な考えと

して１学年２クラス以上が望ましい学校規模

としておりまして、単学級の学年が生じてい

る学校がさらに縮小することが見込まれる段

階で統廃合の検討を進めるとしています。西

部小学校におきましては、１学年単学級の学

年が生じていますが、児童数の推計による減

少が当面は緩やかであることなどから、現状

では再編の対象としていないというところで

ご理解いただきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）分かりました。分かり

ましたけども、当初は２段階で清水と学文路

が先に統合して、後で橋本と西部がまた一緒

になるという案だったと思うんですね。そこ

から西部は緩やかな減少なので対象としてい

ないというふうに考え方を変更された、その

辺の理由、根拠はどこから来ているのか。で

きたら、教育長、お願いします。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）当初考えたことにつ

いては、先ほど議員から説明のあった形であ

ります。説明会に行く中で、２度にわたって

再編が行われることによる負担ということの

ご意見を説明会の中で頂きました。そして、

１学級のクラスがさらに縮小が見込まれる、

また現状もそうなっているというところがあ

るので、先にそういった学校のところを再編

したいと考えております。ただ、ご指摘のよ

うに１校独立した形で残るということになる

わけなんですけれども、３校ないし４校が一

緒になっていくということの負担というのも

かなり大きなものがあります。そういったこ

とで、順番にということで考えておるところ

です。決して取り残しているとか、そういう

意識はありません。 

　そしてまた、再編対象になって再編された

ところだけではなくて、そうと違うところに

ついても推進計画というのも今後立てていく

予定をしているんですけれども、そういった

学校も含めてどういった支援をしていくこと

が大事なのか、橋本市の教育をどう展開して

いくことが大事なのかということを盛り込ん

でいきますので、どこの学校も同じような形

での取組みができるような支援を、私自身は

今のところそこへ盛り込んだ形で示していく

ことができたらなと、そんなふうに考えてお

ります。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）私はもともと西部小学

校という名前もあったのに、また橋本中央中

学校区であるのにそこから名前が消えている

のは、今も中学校に西部の校区の子も行って

いますでしょう。そこが保護者にしても関係
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者にしても非常に気になるところかなという

ふうに思います。統合しない学校、蚊帳の外

に置かれとるような、そういうふうな感覚に

陥ってもやむを得んのじゃないかなというふ

うにも思います。 

　統合、統合でないというのはありますけれ

ども、でも、子どもたち一人ひとりの成長と

いうのはかけがえのない成長であり、人生を

送る上での本当にスタートラインに立った義

務教育の最初の段階やというふうに思います。

そういう意味では統合対象校と統合対象にな

っていない学校、この適正規模・適正配置の

基本方針の説明書きを読んでみますと、すば

らしいことが書かれてあると思うんです。私

も個人的には、この適正規模・適正配置の方

向性というのはいいなというふうには思いま

す。しかし、そこで対象となった学校は、こ

の方針に従ってより今まで以上の教育が受け

られると。しかし、統合していない学校は多

分、今まで同様の教育しか受けることができ

ない。この差というのは俗に言う教育格差に

つながるんじゃないかなというふうに思いま

すけど、その点はどのように考えていますか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）先ほども少し触れさ

せていただきましたけれども、この再編とい

うのは今ある環境、マイナスの面を再編する

ことによってプラスに変えていく、そういっ

た取組みであります。プラスして今回は、推

進計画というのも打ち出していくこととして

おります。そこに書かれてあることは、橋本

市の教育をこれからどうしていくんだという

ことを書く予定をしております。その中では、

再編した学校も、再編されていないけれども

今ある現状の中でどういった支援をしていく

のか、どういった形の教育を展開していくの

かということは示していきたいと思っており

ますので、あわせて、どこの学校におっても、

子どもの最善を希求した教育活動がそれぞれ

の学校で実践できるように私たちは支援して

いきたいと、そんなふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）教育格差とよく言われ

ますけど、これというのは生まれ育った環境

であったり経済的な背景であったり、また地

域ごとの要因によって人々が受ける教育の質

とか量とかに差が生じる現象のことを言うと

思うんです。学校というのは地域ごとにあり

ますので、まさしく同じような方針で同じよ

うな指導をされていますと、片一方はレベル

が上がって、片一方が今と同様ということに

なりますと、やはり教育の格差というのが生

まれてくるのは当然のことやと思います。 

　今、教育長のほう、いろいろ説明いただき

ましたけども、では、統合しない学校の指導

の質を上げるために、そしてまた統合する学

校と同じレベルの教育、指導をするために、

どのような方策というのを考えられています

か。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）まずは、各学校が子

どもたちの現状、置かれている環境、そうい

ったことを含めた中で、研究という形で子ど

もたちの力をつけていくための取組みをする

計画を考えます。まずそこが一番大事なとこ

ろであって、そこのところの方向性というの

は教育委員会が示す方向性の中で考えていた

だくこととしていますが、それぞれの学校が

めざすものというのは子どもたちに力をつけ

るという取組みです。私たちはそれをどう支

援していくことができるか、そこが大事なと

ころだと思っております。 

　そして、これはずっと言っていることなん

ですけれども、今世代交代が行われてきてお

り、若い先生方が増えてきています。先生方

の指導する力量というのをつけていくこと、
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これについてはどこの学校についても同じよ

うにしていく必要がございます。それも今ま

でのような指導の在り方ではなくて、ＩＣＴ

が入ってき、求められる力というのが過去の

状況から比べると違う力が求められているよ

うな、そんな状況になってきています。そん

な力をつけていけるような指導方法というの

を研究していく必要があります。学校でも当

然研究はしていきますけれども、その研究の

支援をしていくこと、それが教育委員会事務

局として進めていかなくてはならない、そん

なふうに思っております。どの学校におって

も同じようにそこのところは支援していく、

そんなふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。

教育長の説明は分かりました。 

　ただ、今回の適正規模・適正配置の取組み

なんですけれども、当然、統合対象となって

いる学校に対するいろいろ指導方法とかとい

うのも考えているでしょうし、統合対象にな

っていない学校の指導方針等も考えなければ

なりません。しかし、この教育方針の説明会

の資料を見てみますと、一切、統合対象とな

っていない学校に対しての教育、また指導方

法の説明が書かれていないように思うんです

よ。やはりこれは一体となって取り組むもん

かなと思いますけれども、一体となっていな

いんじゃないかなと。 

　今説明いただきましたけど、質問したから

答弁いただいただけで、この間の定例会を聞

かせていただいておっても、統合対象になっ

ていない学校のことは一切お話がなかったよ

うに思います。一体的に考えないと、せっか

くいい取組みをしているのに、すばらしいも

のになるかもわからないのに、下手したらそ

の反対の結果になってしまうかもわからない

というふうに思います。一体的に考えている

のか考えていないのか考える必要があると思

いますけど、どのようにお考えですか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）繰り返しになって申

し訳ないんですけれども、今回の説明につい

ては対象校の保護者、地域の人、そして未就

学の人たちに説明するという観点からその資

料は作っております。教育委員会としての方

針が決まった後、その後、推進計画を策定し

ていくということは、これはお伝えさせても

らっていますし、その中にも書かれてありま

す。その中では橋本市としての教育の在り方

というのを書いていきますので、その中には

再編される学校だけでなく橋本市全体のこと

を含めたものを考えていきますので、そこの

ところはご理解いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）それはそれで分かりま

した。ただ、統合、統合しない両方の学校が

ある中で、どちらの学校にしても同じレベル

の教育を、経験を、そして力をつけさせてい

くということが必須要件だというふうに思い

ます。例えばこちらの基本方針にも書かれて

いますけども、集団の中で自己主張がしにく

くなるとか、また他者を尊重する経験を積み

にくくなるとか、また社会性やコミュニケー

ション能力が身につきにくくなるとか、多く

のことが懸念されるわけですよね。子どもが

少人数であると人間関係が固定化して、小学

校・中学校９年間固定化して、いきなり高校

へ行って大規模な学校の中に入っていくとい

うことの中で、自分を主張することができな

い、できにくいというようなこともあります。

根本的に考えて相当な対策を考えていかない

と、統合しない学校の子どもたちの成長、ま

た育みというのは歴然と差が出るように思い

ます。 

　その点、先ほどから教育長、お話しいただ



－114－

いておりますけども結構抽象的な説明ばかり

なんで、具体的にどうするのかというところ

を説明いただかないと、この質問を聞いてい

る保護者の方もおるかもわかりません。不安

で不安で仕方ない方もいるかもわかりません。

具体的にもうちょっとどのように進めていく

ということをお答えいただきたいというふう

に思いますけど、どうですか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）教育の仕方について

問われていると仮定して、私、答えさせてい

ただきたいと思います。めざしていく方向性

というのは統合しようがしようまいが、先生

方が子どもたちと取り組んでいかなければな

らない方向というのは一緒だと思うんです。

これは大前提です。そして、それに向かって

どんな先生が授業していかないといけないの

かということについても、統合する学校だけ

の先生が一緒になって勉強するわけでもなく、

みんなそこのところは一緒に研究を進めてい

く体制を、これは取っていくのは当たり前の

ことです。ですから、そこのところの違いと

いうのはございません。そして、それを受け

た上で各学校で実践をしてもらい、そしてま

た先生方が持ち寄り、そしてその質を高めて

いくというような取組みというのは、教育委

員会でもしていきたいと思っております。 

　そして何よりも、これは具体的に一つ、私

自身がここは大事にしたいなと思っておるこ

とを挙げさせていただくと、小学校の低学年

のうちというのは、集団での学びというのと

ちっちゃい集団での学びというのは両方とも

本当に大事にしながらやっていかんとあかん

部分かなと、丁寧な対応が求められるんかな

と、そんなふうに思っております。ですから、

一定のクラス数が確保できた学校、そして単

学級の学校であったとしても、丁寧な対応が

できる体制は同じようにつくっていくことが

できたらと、そんなふうに思っております。

そこでの学びをしっかり土台をつくった上で

中学年、高学年へと進んでいけるように、そ

この低学年での学びというのは特に私自身は

大事にしていくことができたらと、そんなふ

うに思っております。 

　あと、具体的なというところで、なかなか

具体的にこういう研修をしますとかというの

はここではばくっとした言い方しかできない

かもわからんのですけれども、めざす子ども

たちの姿に近づけるような指導方法の研修と

いうのはしっかりしていきたいと、そんなふ

うに思っております。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）本来やったら４校が一

緒になればそれで済む話なんですけども、そ

ういうことはなかなか難しい事情もあるのか

なというふうに思います。ただ、私も学習支

援という取組みで毎週１回、小学校も行かせ

ていただいております。そんな中で講師、先

生等も10人ほどおってくれとるんですけども、

その先生らともよく話をするんですけど、や

っぱり複数の学級がある学校と単学級の学校

とでは、先生の学びも何もかもが全然違うと。

新人の経験年数の少ない先生方も、分からな

いところがあればベテランの先生に聞くこと

もできるし、指導もしていただける。しかし

ながら、単学級の学校ではその先生が全てで

あるということです。 

　橋本市の教育委員会というか、橋本市の学

校の先生の今の年齢的な構成を見てみますと、

50代の人が30人、40代の方が39人、30代の方

がいきなり122人ということで、40代・50代の

ベテランの先生が10％、また十数％しかおら

ないということです。今の橋本市の小・中学

校の在り方、また今後の方向性を見てみても、

なかなか単学級の学校にベテランの先生ばか

りを配置するというのも、この人数の割合か
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ら見ると難しいんじゃないかなというふうに

思います。そんな中で本当にしっかりとした

指導ができるのか、そこのところは気になる

ところかなというふうに思っております。 

　統合しない学校にも、今まで以上の充実し

た指導が必要になってくる。今までと一緒や

ったら駄目なんですよね。統合する学校は今

まで以上の教育が受けられるわけですから。

そこのところはしっかり押さえておいていた

だかないと、今回のすばらしい取組みが失敗

に終わるんじゃないかなというふうに思いま

す。そういうことで、今の先生方の年齢構成

を見てみると厳しいんじゃないんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）今の職員の年齢構成

というのは、今ご指摘いただいたような状況

があります。若い先生方が本当に入ってきて

おるところです。ベテランはベテランの味が

あるけれども、今若い先生方もすごく研究熱

心にやってくれていて、これからめざしてい

かなあかんような教育にチャレンジしてくれ

ている先生方もいます。私が大事にしていき

たいのはそういった先生方の交流なんですよ。

交流をすることによってそれぞれの先生方の

よさを取り入れ、自分もああいった授業をし

てみたいな、取り入れてやっていったらうま

くいくだろうなと思うような機会をつくって

いくことによって、そこの差を埋めていかな

くてはなりません。 

　ベテランの中にもＩＣＴが苦手な先生もお

られます。若い先生のほうが得意な先生もお

られます。ベテランだけがこれからの教育に

しっかり取り組んでいけるというんではなく

て逆転の部分もあるので、余計にそういった

ことが大事になってくるかなと思うので、こ

れまではどちらかというとなかなかそういっ

た先生方の研修における交流というのができ

ない状況にありました。アフターコロナの中

で対面での研修というのも、以前に比べると

増えてきています。しっかりその辺りを取り

組んでいきたいと思いますし、特に今それぞ

れの中学校区ごとでお互いの授業を見合った

りするようなことも、再開し始めてくれてい

る中学校区があったりもします。そういった

ことの支援をこれからもしっかりすることに

よって、その差というのは少しずつ埋めてい

かなくてはならないという認識の下に取組み

を行っていきたいと思っておるところです。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）ありがとうございます。

教育長の意気込みは十分分かりました。 

　ただ、クラスを越えて先生同士が切磋琢磨

して、また相互交流してということはできる

と思いますけど、学校を越えてというか、そ

ういう意味で切磋琢磨して、また相互にレベ

ルアップしていくというのは、そういうこと

というのは頻繁にはなかなかできないんじゃ

ないかなというふうに私は思います。 

　そこで、一つだけ質問させていただきます。

今統合する学校も統合しない学校も一人も取

り残さないしっかりした教育をしていくとい

うことでお話しいただきましたけども、その

中でもいろいろ協議して考えていっていただ

かなければならないことだと思います。仮に

協議した中で、統合しない学校のなかなか指

導が統合する学校と同レベルの指導ができな

いという結論に至った場合は、この適正規

模・適正配置の方針というのは一から見直す

気はありますか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）私は今のところそう

いった方向で物を考えておりませんので、今

の質問に対しては私はノーとしか言えないか

なと思います。今進めていることがきっちり

実現していけるように職員とも、また学校等

ともしっかり連携した上でやっていく、その



－116－

所存でおりますので、よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君。 

○14番（南出昌彦君）意気込みは分かるんで

すけどもうちょっと現実論で考えて、協議し

た中で、検討した中で、それでもうまくいか

ないというときは立ち止まって考えていただ

きたいというふうに思います。 

　そういう中で、小学校というのは冒頭にも

言いましたけど、人生の中での最初の学びの

一つの機会やと思います。平等なスタートを

切ったってもらわんと、その子の成長にも影

響しますし、人生にも影響します。そこのと

ころは責任ある立場だと思います。そういう

ことを踏まえて、責任ある平等なスタートと

いうことをもっと意識していただいて進めて

いっていただきたいと思いますけど、最後に

答弁いただいて終わりにします。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田　実君）橋本市の教育をどう

進めていくか、これは大きな方針の下にそれ

ぞれの学校の課題を解決して、それぞれの学

校の子どもたちの力をつけていく、これが平

等な考え方かなと、そんなふうに思っており

ます。そのためにしっかり取り組んでまいり

たいという気持ちは変わりませんので、よろ

しくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）14番　南出君の一般質

問は終わりました。 

　この際、２時５分まで休憩をいたします。 

（午後１時52分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後２時５分　再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番11、11番　岡本君。 

〔11番（岡本安弘君）登壇〕 

○11番（岡本安弘君）皆さま、こんにちは。

新政会、岡本安弘でございます。しばしのお

付き合いのほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

　今回は水道水の安全性についてであります。

少し皆さまにお伺いしたいんですけれども、

橋本市の水を蛇口からくんで、そのまま飲ま

れている方は何人いらっしゃいますか。あり

がとうございます。約半数ぐらいですかね。

私も毎朝、一応400ccの水をコップ１杯、サプ

リと一緒に飲んでいるんですけれども、食事

のときにもコップに氷を入れて蛇口からくん

で飲んでおります。いつもおいしく頂いてい

るんですけれども、自称橋本市の水の一番の

愛飲者じゃねえのかなというふうに思ってお

ります。その水道水の安全性について、今回

は一点お伺いいたします。 

　それでは、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従いまして一般質問を始めさせていた

だきます。 

　環境問題は、人類の様々な活動が原因で引

き起こされる環境の変化に伴って生じる問題

です。「日本では水と安全はただ」と言われて

いた神話は既に崩壊しつつあり、米軍基地周

辺や産業廃棄物処理場周辺にある水道水では

有機フッ素化合物が含まれるなど様々な問題

が起こり、この除去には多額の費用がかかる

とのことです。 

　そこで、橋本市の水道水の安全性について

お伺いいたします。 

　小項目１。市民会館のベランダに「安全で

美味しい水道水橋本」の横断幕がかけられて

いますが、当たり前になってしまっているこ

とをＰＲすることで市民の認識を高めること

は重要であり、料金負担への理解も高まると

考えます。市の内外に対し、どのようなプロ

モーションをしていますか。 

　小項目２。安全をうたうには水道法に定め

られた水質基準に加え、水質管理上注意喚起
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すべき項目についても管理していく必要があ

ると考えます。近年、発がん性物質など健康

への影響が懸念される有機フッ素化合物、Ｐ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡが全国の河川や地下水から

相次いで検出され問題となっていますが、私

たちが現在飲んでいる紀の川の水の安全性に

ついてお伺いいたします。 

　以上、壇上から質問を終わらせていただき

ます。明確なご答弁をよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君の質問、

水道水の安全性に対する答弁を求めます。 

　上下水道部長。 

〔上下水道部長（堤　　健君）登壇〕 

○上下水道部長（堤　　健君）水道水の安全

性についてお答えします。 

　一点目の市の内外に対してのプロモーショ

ンについてですが、本年５月13日から６月12

日の１か月間、京奈和自動車道に架かる市脇

跨道橋東側に「安全で美味しい水道水橋本」

の横断幕を設置しました。その後は主に市内

の方向けにＰＲするため、11月１日から市民

会館２階のベランダに設置しています。 

　横断幕以外では、10月９日から11日までの

３日間、神戸市で開催された日本水道協会全

国会議及び水道展において、和歌山県支部の

ＰＲブースに水道水をペットボトルへボトリ

ングした「はしもとの水」を展示・配布し、

全国の水道関係者に対してＰＲを行いました。 

　また、10月20日に開催されたＳＤＧｓはし

もと環境フェア2024において、水道事業とし

てブースを出展し、市販のミネラルウオータ

ーと「はしもとの水」を飲み比べて当てても

らう利き水チャレンジを実施し、市内外80名

以上の方にご参加いただきました。参加され

た方からは、「水道水のことを考えるよい機会

になった」、「どれもおいしくて違いが分から

なかった」などのお声を頂きました。 

　これからも様々なＰＲ活動などを通し、市

民が水道の現状や課題について理解を深め、

今後の持続可能な水道事業の取組みに対し協

力していただけるよう努めていきます。 

　次に、二点目の紀の川の水の安全性につい

てお答えします。 

　ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡとは、有機フッ素化合

物の一種で、自然界には存在しない物質であ

り、水や油をはじき、熱に強く、分解されに

くいという特徴があります。このため海や土

壌に堆積することで、環境中に長期間残存し

続けると言われています。 

　国内でも、東京、大阪、岡山、沖縄などの

各都府県で公共用水域や地下水から暫定目標

値以上のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが検出され、飲

料水にまで影響が及んでいるのではないかと

報じられているところです。 

　人の健康への影響としては、コレステロー

ル値の上昇、発がん、免疫系などとの関係が

内閣府食品安全委員会で報告されていますが、

どの程度の量が体に入ると影響が出るか十分

な知見がなく、国際的に基準値の検討が進め

られています。 

　議員おただしの本市の状況については、国

において、令和２年４月に水質管理目標設定

項目にＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが追加され、同年

より原水である紀の川の水と浄水処理後の水

道水について、毎年１回検査を実施していま

す。 

　結果は、国が定める暫定目標値のＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡ合算値で１リットル中50ナノグラム

以下に対して、定量下限値５ナノグラム未満

であり、水道水としての安全性を確保できて

いる状況です。 

　加えて、令和６年度から、嵯峨谷、竹尾、

杉尾地内の飲料水供給施設についても検査を

実施していますが、同様の結果となっていま

す。 



－118－

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君、再質問

ありますか。 

　11番　岡本君。 

○11番（岡本安弘君）画像のほうをお願いい

たします。これが市民会館にかかっている横

断幕であります。皆さんもご存じかと思いま

す。ある日突然、こういう横断幕がかかって

いたので、一体何かな、何事が起こったんか

なと僕自身思ったんですけど、皆さんも急に

かかっておられたんで、何かあったんかなと

いうような感じを多分思ったと思います。 

　それで、市内外にＰＲしていただいておる

ということと、この横断幕は市内向けに設置

をしているということです。ご答弁の中で10

月９日からの３日間、神戸市で開催された日

本水道協会全国会議及び水道展において、和

歌山県支部のＰＲブースで「はしもとの水」

を展示・配布してＰＲされたということです。

そして、10月20日、ＳＤＧｓはしもと環境フ

ェア2024のブース出展してＰＲをされたとい

うことであります。市の内外に対して、いろ

いろな方法でＰＲをしてくるというのは大変

重要やなというふうに思っております。 

　そんな中で、答弁の中で利き水チャレンジ

というものをされたというふうなことを今お

聞きしたんですけれども、80名以上の方が参

加されたということなんですけれども、その

辺どんな形でそういう利き水チャレンジをさ

れたというのが、もし詳細が分かれば教えて

いただけたらと思います。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）利き水チャレ

ンジの詳細についてですが、いわゆる軟水、

軟らかい水と硬い水、硬水、各１種類ずつの

市販のミネラルウオーターと「はしもとの水」

の計３種類を飲み比べてもらい、最後にアン

ケートを実施しました。おいしさ、飲みやす

さの順位をつけてもらった上で、最後に種類

当てにチャレンジしていただきました。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君。 

○11番（岡本安弘君）今ご説明いただいて、

軟水、硬水のミネラルウオーターと「はしも

との水」を飲み比べて、おいしさと飲みやす

さというのを来ていただいた方に順位をつけ

ていただいて、その上にアンケートを行った

ということなんですけど、おいしさ、飲みや

すさについてどのようなアンケートの結果と

いうのが出たのか教えていただけますか。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）アンケートは

79名の方が回答をしていただけました。 

　一つ目のおいしさについては、最も得票が

多かったのが軟らかい水、軟水のミネラルウ

オーターで30票。そして２位は同数で、「はし

もとの水」と硬水のミネラルウオーターが24

票でした。 

　そして、二つ目の飲みやすさについても、

最も得票が多かったのは軟水のミネラルウオ

ーターで28票、そして続いて大健闘の「はし

もとの水」が26票、そして硬水のミネラルウ

オーターが22票という結果になっております。 

　軟水のミネラルウオーターと多少の差は出

ましたが、「はしもとの水」もおいしく飲みや

すい水であるという評価が出たというふうに

考えております。 

　なお、種類当て３種類全て正解された方は

23名おりました。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君。 

○11番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

　軟水がやっぱり若干おいしさ、飲みやすさ

が上回っているということで、硬水と「はし

もとの水」というのはほぼ同票というか、お

いしさも皆さんに知っていただいたのかなと

いうふうに思います。水をたくさんいろんな

種類を飲んでいる方であれば、若干のミネラ

ルの違いとか、そういうところも分かるのか



－119－

なというふうに思うんですけど、イメージで

なくてフラットな状態で目をつぶった状態で

飲み比べると、「はしもとの水」の今、部長が

おっしゃったような大健闘というか、おいし

さというのも来ていただいた方に分かってい

ただいたということで、十分証明できたので

はないかなというふうに思います。 

　それで、おいしい「はしもとの水」につい

てまた再質問を行うんですけれども、壇上で

もお聞きしたＰＦＯＳ、ＰＦＯＡは自然界に

存在しない物質であるというふうにご答弁い

ただいたわけなんですけれども、具体的にＰ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡというのはどのようなもの

なのか教えていただけますか。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）ＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡは、2000年代初め頃まで工業で幅広い

用途に使用されておりまして、我々の身の回

りの製品にも多く使われております。主な使

用用途として、ＰＦＯＳは半導体のコーティ

ングに使われる反射防止剤と言われるものや、

あと、消火器などの泡消火剤に使用されてい

ました。ＰＦＯＡは、繊維や革製品の撥水加

工などに用いるフッ素系ポリマー加工助剤な

どに使用されておりました。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君。 

○11番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

　半導体のコーティングに用います反射防止

剤とか消火器の泡消火剤、また、撥水撥油加

工に用いるフッ素ポリマーですね、そういう

ものに多く使われておったというご答弁です

けれども、まさに私たちが生活する上で身近

な製品に使われておるなということがよく理

解できたわけなんですけれども、そうしたと

きにやっぱり一番心配なのが、身近な製品に

使用されているがために、私たちの身近な環

境の中にＰＦＯＳ、ＰＦＯＡがこれからも増

えていく危険性があるのではないのかなとい

うふうに思うんですけど、その辺どうお考え

ですか。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）日本では、化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

というのがありまして、それに基づいてＰＦ

ＯＳは平成22年から、そして、ＰＦＯＡは令

和３年から製造及び輸入などが原則禁止され

ています。そして、規制前に製造されたＰＦ

ＯＳ、ＰＦＯＡを含む消火装置で泡消火剤を

使用している施設に関しては、国で厳格な管

理が定められておりますので、ＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡが環境中に増える危険性は基本的に低

いと考えております。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君。 

○11番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

　今ご答弁いただいて少し安心したところで

す。法律においてＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ、製造・

輸入が原則禁止されておるということと、法

律以前に使われておったものにしては、国に

おいて厳格な管理が定められておるよという

ことでありますので、今後、ＰＦＯＳ、ＰＦ

ＯＡが私たちの環境中に増えていく危険性と

いうのは極めて低いということでありますの

で、その辺は一安心したところです。 

　そこで再度お伺いするんですけれども、本

市の状況の答弁の中で、水質管理目標設定項

目と暫定目標値50ナノグラムについて触れら

れておったわけですけれども、それというの

はどういったものなのか、少し皆さんに分か

るようにご説明いただけたらと思います。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）水道水はもと

もと水道法第４条に基づく健康関連の31項目

というものと、生活上支障関連の20項目とい

うのが水道基準に適合しておれば、これで水

道水が供給できることになります。以外にも

水道水の安全性の確保に万全を来すことを目
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標に、本市ではこれに加えて、任意項目であ

る水質管理目標設定項目も定期的に検査して

おります。そして、暫定目標値の１リットル

中50ナノグラム以下の値というのは、国が令

和２年に安全側に立った考え方として設定し

たものでありまして、体重50キロの人が一生

涯にわたってＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが混入した

水を毎日２リッター飲んだとしても、健康に

悪影響が出ないと考えられる水準に設定され

たものであります。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君。 

○11番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

　今ご答弁いただいて、水道法第４条に基づ

く項目に適合すれば、水は飲料水として供給

できるということであります。それに加えて、

国が要請する水質管理上、留意すべき項目の

水質管理目標設定項目について本市では定期

的に検査も行っているということで、安全な

水であるということで合っていますね。 

　環境省のホームページに、紀の川に関係す

るＰＦＯＳ、ＰＦＯＡを合算した数値が記載

されておりました。令和４年度の調査結果で

すけれども、橋本市恋野橋地点で2.8ナノグラ

ムと極めて低い数字が出ております。ほかの

河川を見ると高いところでは480ナノグラム

であったりとか、100ナノグラムとか、そうい

う高い数字が出ている中で、橋本市が給水し

ている恋野橋地点では2.8ナノグラムと極め

て低い数字であるので、さらに給水する側か

らしても安全な水であるということが証明さ

れたんじゃないのかなというふうに思います。 

　そして今回質問させていただいて、本市の

検査の状況もよく分かり、一安心することが

できたわけなんですけれども、何よりも蛇口

をひねるだけでおいしく安全な水が供給され

るというのは本当にありがたいなというふう

に感じます。常日頃それが当たり前になって

おりますので、そのありがたさってなかなか

感じることはできないんですけど、日々そう

いう検査もしていただいていて、管路なんか

もしっかり検査している中で、蛇口をひねっ

ておいしい水が出るというのはほんまにあり

がたいなというふうに感じます。 

　また、本市では費用をかけて紀の川の取水

権を取得しているわけなんですけれども、そ

の点については賛否いろいろあるんですけど

も、このことが橋本市の水の安全性にもつな

がっているんじゃないのかなというふうに再

認識させていただきました。 

　今後、また人体に影響を及ぼす新たな物質

なんかも発見されることもあるかもわかりま

せん。引き続き、情報収集なんかもしっかり

行っていただきたいというふうに思います。

そして、「はしもとの水」を市民が安心安全に

飲むことができるよう、今後も努めていただ

くことをお願いいたしまして、私の質問を終

わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（森下伸吾君）11番　岡本君の一般質

問は終わりました。 

　順番12、10番議員の質問に入る前に、参考

資料を配付するため、暫時休憩をいたします。 

 

（午後２時27分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後２時28分　再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

　順番12、10番　垣内君。 

〔10番（垣内憲一君）登壇〕 

○10番（垣内憲一君）お疲れさまでございま

す。議長からお許しを頂きましたので、一般

質問をさせていただきます。 

　今回も二項目で、１、あやの台北部用地造

成工事における事実確認について。 

　令和６年３月８日に橋企誘第170号により

市により抗議を受けたが、８か月経過し、市
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が認識している事実と必ずしも事実ではなか

ったことが判明し、誘致決定企業の撤退や黒

い排水などの影響が出ている。 

　１、橋企誘170号による指摘事項について、

当局が当時の認識と現在の認識で違う内容が

あれば説明してください。 

　なお、９項目めのデータ改ざんについては、

工事全体を指して言ったものです。 

　２、根株混入による造成工事の工期の遅れ

はないということですが、実際には根株混入

確認のために行った宅盤掘削調査と盛土の品

質確認を怠っていたことによる再調査は何日

要しましたか。それは工期遅れの大きな要因

ではないですか。 

　３、鉄鋼スラグ混合ＲＣ－40は受注者から

工事使用材料承諾願の提出を受け、承認し、

認証したとありますが、県の認定リサイクル

品としては下層路盤台としての利用しか登録

されていないと聞いています。千葉県の国道

工事では、路盤材としてしか使えない鉄鋼ス

ラグを用途外に使用したことで水質汚染が生

じ、撤去した事例がありますが、本市の使用

は適正でしょうか。 

　４、事業地の暗渠管から黒くて、硫黄の温

泉みたいな臭いがする、または黒い排水が出

ていますが、鉄鋼スラグによる影響はあるの

ではないですか。事業地は岩倉池、落合川の

上流にあり、農業用水、水道水などの心配の

声が聞こえています。安全安心のために水質

確認をしっかりし、説明責任を果たすべきで

はないでしょうか。 

　５、一旦誘致が決定した後、撤退に至った

企業があり、その理由に「用地造成時の不具

合が判明しており」とホームページに記載さ

れております。これは今回の案件による被害

ではないですか。その後、土地は売れました

か。責任はどこにありますか。 

　２項目め、施工業者に対しての責任追及（裁

判・処分）について。 

　あやの台北部工業団地造成工事について、

私が前回行った一般質問でも、業者が技術提

案した内容を履行しなかったことや、その技

術提案による加点がなければ落札者が変わっ

ていたことなどが答弁され、驚きを隠せませ

ん。 

　企業誘致は多額の税金を投入した本市の看

板事業であり、仮に、何も処分がされないの

であればあしき前例をつくってしまうことと

なると思いますが、市としては市民や誘致企

業に安心安全を担保する責任があり、不適切

な工事を行った施工業者には毅然とした対応

が必要で、これこそが橋本市の信用につなが

ると考えています。業者処分についてお聞き

したい。 

　以上２項目、よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君の質問項

目１、あやの台北部用地造成工事における事

実確認に対する答弁を求めます。 

　経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）あやの台北部

用地造成工事における事実確認についてお答

えします。 

　一点目の令和６年３月８日付、橋企誘第170

号「令和６年３月定例会における議員発言へ

の抗議及び内容確認」の文書についてですが、

市としては、当時と現在の認識に変わりはあ

りません。ただし、根株の混入率は当時調査

段階であったため0.028％でしたが、最終結果

は0.024％となっております。また、９項目め

のデータ改ざんの件については、文脈からは、

鉄鋼スラグ再生砕石の書類を書換えたとのご

指摘と認識したため、「事実は確認していな

い」との本市の認識をお伝えしましたが、今

回ご指摘の工事全般についても改ざんの事実

は確認していません。 
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　二点目の根株混入等の再調査に要した期間

についてですが、根株の混入があったことに

対する調査は主に令和５年８月から令和６年

６月、盛土の品質の調査及び是正は令和５年

９月から令和６年７月、盛土法面の強度確認

調査は令和６年１月から令和６年５月にそれ

ぞれ実施していますが、これらの調査が要因

となった工期の変更契約は行っていません。 

　三点目の鉄鋼スラグ混合ＲＣ－40の使用は

適正かについてですが、鉄鋼スラグ混合ＲＣ

－40は、あやの台北部工業団地の開発事業に

おいて、道路の下層路盤や路床部分に使用し

ています。 

　この材料は、議員おただしのとおり和歌山

県のリサイクル製品として認定されており、

製品の用途は下層路盤材となっていますが、

和歌山県の基準では用途外へ使用することに

対して制限がかかるものではないため、下層

路盤以外にも使用しています。また、本製品

については、環境安全品質基準の適合品とい

うこともあり、使用については適正であった

と判断しています。 

　四点目の事業地の暗渠管からの黒い排水に

ついてですが、令和６年６月の降雨の後、黒

い水が確認されたため、すぐに現地にて水を

採取し専門機関にて検査したところ、僅かで

はありますが基準を超過する項目が確認され

ましたが、人体に影響を与える数値ではあり

ませんでした。なお、重金属についても基準

値内であったため、鉄鋼スラグの影響はない

と考えています。今後についても経過観察の

ため継続して検査を行い、住民の不安を払拭

できるよう努めていきたいと考えています。 

　五点目の撤退企業が出ている責任の所在及

びその後の販売状況についてですが、まず責

任の所在については、９月市議会定例会でも

お答えさせていただいたとおり、今回のあや

の台北部造成事業の実施主体は本市であり、

当然ながらその責任があると考えています。

また、撤退については企業内において総合的

に判断された結果であり、土地の不具合も一

因にはあると想像はできますが、全ての原因

であるとは当該企業からは伺っていません。 

　次に、撤退を表明した企業に販売予定であ

った用地の状況ですが、現在、１区画につい

て申込みを頂いております。また、他の空き

用地につきましても関心を持つ企業がおられ

ますので、早期に用地完売をめざします。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君、再質問

ありますか。 

　10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　議案38号のこの資料に関してはみんなにも

見てもらいたいなと思ったんで、僕、今回発

言させてもらって、資料として配っていただ

きました。 

　まず、鉄鋼スラグＲＣ混合をなぜ使用した

のか。許可を出したというのは市が許可を出

したと聞いているんですけど、何で使ったの

か教えていただきたいです。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）割と主立った

ところで上下水のほうで使っておりますので、

私のほうから答弁させていただきます。 

　受注者のほうから、工事使用材料承諾願と

いうのを提出を受けまして、市のほうで環境

安全品質基準を満足していること、そして県

産品であることを確認して、承諾して使用し

ておるところでございます。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　私も調べさせていただきましたが、そのと

おりでございます。 

　そしたら、そのスラグ混合、どこに使って

おられますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 
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○上下水道部長（堤　　健君）先ほども申し

上げましたが、主に下水道の雨水工事の埋め

戻しに使用しております。その中で舗装の下

面から１メーターの部分に当たる路床と言わ

れる部分があるんですけども、こちらに鉄鋼

スラグ混合ＲＣ－40を使用しております。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　カルバートで排水、かなりの距離があると

聞いて、何業者か入札で取ってはるというの

は聞かせていただいたんですけども、埋め戻

しに鉄鋼スラグＲＣ混合を使っているのは何

社ございますか。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）工区が10工区

ありまして、請負業者は９業者になります。

そのうち５業者が使用しております。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　５業者がそのスラグを使っていると。ほん

で、あと使っていない業者が５業者あるわけ

なんですけど、何でそれを使わないのか教え

てもらいたいんですけど。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）要は残りの４

業者になるんですけども、いわゆる工事使用

材料承諾願というのが提出されませんでした。

それを使用せんとするという方向でしたので、

当然、現場でも使用されていないというよう

な状況になります。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　そしたら、鉄鋼スラグＲＣ混合を使ったら、

市としてどんなメリットがあるんですか。 

○議長（森下伸吾君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）この鉄鋼スラ

グ混合ＲＣ－40に関しましては、締固め性状

に優れておりまして、埋め戻しの作業性が向

上します。そして、埋め戻し後の建設車両の

走りやすさの指標となるトラフィカビリティ

ーというんですけども、これも向上するメリ

ットがあって、それが工期短縮にも寄与する

というような形になります。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　説明はよく分かるんですけども、逆に言う

たら早く締まるということは、それだけ固く

なるさかいに、今度工事をするときに大変じ

ゃないんかなというのは、そういうのは感じ

ております。 

　次に四点目の事業地内の暗渠管から黒い排

水が出ているんですけども、鉄鋼スラグがど

この都道府県でも使ってもかめへんという、

見ておったらあちこちで許可は出ているんや

けども、結果、水質に関してあまりええよう

な答えが、答えというか後でトラブっている

ようなことが多いんやけども、橋本市として

も黒い水が出ているのが心配なんで、水質も

ちゃんとこれからはそんなんをやってもらえ

る用意とかはしていただいているんでしょう

か。私ももちろん前回、水質検査には立ち会

わせていただいて、ありがとうございます。

ちゃんとやってくれているのは分かっている

んですけども、今後どんな感じでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　これまで水質調査につきましては４回して

おりまして、前３回というのは施工業者がし

ています。それが５月30日、６月28日、７月

23日で行っておるんですが、今も出ましたが、

議員に立会いいただいて11月15日にも実施し

ております。これは前回の鉄鋼スラグの件、

それから黒水の件が出ましたので、当然地元

住民に対してご心配というか不安を与えたら

いけないなというところで実施されておりま
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して、数値はかすかにあるんですが、人体に

影響があったり農作物に影響があったりとい

う状況にはないということです。 

　今後につきましても、黒い水が出るとやっ

ぱり地元としても心配というのがございます

ので、できる限り調査を継続して、不安とい

のは払拭していきたいと、そういうふうに考

えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　実は、私、この鉄鋼スラグでいろんなどう

いったトラブルが起こっているかというのを

ネットで調べて、専門的にというか、それで

いろいろやってはる岐阜大学の先生のほうに

連絡をさせていただいて水質のことを聞かせ

ていただいたんですけども、鉄鋼スラグＲＣ

混合、後々酸化して水質が濁ってくるとか、

そういったことが出てくるというのが、必ず

しも県とか、そこは許可は出しているけども、

実際水質としたら水質基準内からオーバーす

るということで、この先生はスラグを撤去さ

せたりとか、裁判をやったりとか、いろいろ

やっている方なんですけど、「そういった問題

が出てくるから、長期的に水質の管理だけは

お願いします」ということで言われています

ので、行政がこれぐらいでいけると言うてし

まったら何でもいけるというふうになってし

まうんで、やっぱり橋本市の水はさっき11番

議員も、橋本市の水はええということで聞か

せてもらっていますので、それの期待に沿え

るように、これからも水質のほうはちゃんと

やっていただきたいと思います。 

　また、先日出た、私も一緒に立会いをさせ

てもらった検査も出たら、また地域の皆さん

にも公表してあげて、安心やでということだ

け。とにかくその近くに行ったら温泉みたい

な臭いがするんですよ。今やったら20メータ

ーか30メーターぐらいほどの距離、水源と言

ったらええんか、排水口の20メーターか30メ

ーターぐらいのところまで行ったら臭いがす

るぐらいやったけど、その前は100メーターぐ

らいのところまで行ったらつんとするような

臭いやったんで、だんだん臭いも薄まってき

て地元の人らも安心はしていますけども、で

も、雨が降ったら、この間も私も一緒に立会

いをさせてもらったときに、「この間の雨が降

ったらまた水が黒くなって、黒い水たまりが

できとった」とかわざわざ言いに来てくれて

いたんで、そういった不安を取り除いていた

だきますようよろしくお願いします。 

　次に、撤退を表明した企業に販売予定であ

った区画に関して、１区画が申込み済みとな

ったと答弁を聞き、本当におめでとうござい

ます。私らもうれしいです。そのほかの空き

地についても関心を持つ企業がいるとのこと

ですが、現在、申込み済みの区画や空き区画

数の現状はどうなっていますか。早期完売に

向けて実施していただける企業誘致の取組み

などがあれば教えていただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　まず、分譲区画15区画、あやの台北部用地

にあるんですけども、現在そのうち８区画が

申込み済みとなっておる状況で、空き区画は

残り７区画という状況でございます。 

　あと、取組みについてなんですけども、早

期完売に向け、企業誘致活動に精通した日本

立地センターへのアンケート調査、これは毎

年行っておるんですが、こういう調査を依頼

して、企業の直接訪問や金融機関、ゼネコン

等との情報交換等を行った上で広くアンテナ

を張り、企業情報を収集するということとし

ております。さらに今後も、引き続き積極的

に企業誘致活動を行いまして、早期完売に向
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けて取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、施

工業者に対しての責任追及（裁判・処分）に

対する答弁を求めます。 

　総務部長。 

〔総務部長（中岡勝則君）登壇〕 

○総務部長（中岡勝則君）施工業者に対して

の責任追及についてお答えします。 

　９月議会の一般質問でお答えしましたが、

入札参加資格停止基準に基づき適正に対応す

べく、現在も関係機関と継続した協議を重ね

ているところです。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君、再質問

ありますか。 

　10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）何回も聞かせてもらっ

とるんですけども、関係機関と協議を行って

いるとの答弁ですが、関係機関とはどなたと

いうか、どういう団体の方ですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）弁護士や和歌山県

と協議しておるということになります。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

弁護士もおられるんですね。 

　今この一般質問、６月、９月と６か月経過

するんですが、いつをめどにその結果が出る

か教えていただけますか。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）９月議会でもお答え

しましたけれども、この案件、非常に難しい

案件でして、市の内部の組織に入札業者の選

定審査会というのがあるんですけれども、そ

ちらのほうで先ほど言いました関係機関との

意見も含めながら協議を重ねてきました。そ

れで、内部の一定の方針、結論が出ましたの

で、内部の手続きをしました後に、結論をま

た公表していきたいというふうに考えており

ますので、近々といいますか、１週間以内に

は公表できるかなというふうに思っておりま

す。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）実は私、今回のあやの

台北部造成工事の不具合について撤退された

企業に、僕なりに議員としての謝罪と、撤退

された理由を聞くために電話させていただき

ました。企業さまは、「県と市の職員は本当に

丁寧に説明していただき、土地の不具合に関

しては問題ないだろうと思いました」という

ことでお返事いただいたんですが、「でも、不

具合があったことが判明した以上、会社とし

ても第三者を入れて確認しなくてはならない。

そうするとスケジュールが後ろ倒しになるこ

とが避けられないから今回の決断に至った」

というのが私への説明でございました。この

ような撤退理由を関係機関の方らは分かって

くれとるんかなと思って。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　９月の定例会のほうでもご説明させていた

だきましたが、企業のほうからご説明いただ

きまして、この内容につきましては南海、そ

れから和歌山県、橋本市、共有する形で認識

はしております。ただ、企業から出ている情

報というのは当然ＩＲ情報等を通じてホーム

ページに載せさせていただいておりますが、

それが全てというふうに考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

　僕、前にもお話しさせてもらったけど、企

業って、会社というのは次に会社を出すとな

ったときはほんまに命がけというか、いろん
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なことを調べて、これはどないしていった、

これはどないしたって、ほんまに計画は立て

とるけども不安との中で進出という形になっ

とると思うんです。みんなに分かりやすく言

おうと思ったら、これ、自分の家やったら、

自分がお金を出す家やったらこれでええかと

いうことなんですよ、私にしたら。そこがこ

の問題に対して職員の皆さんも、仕事に関係

しとった人らかって、そこら辺、職員は一生

懸命やってくれとると僕も聞かせてもらって

いますけども、そこら辺をやっぱりほんまに

分かってほしいというか、結局、前回も説明

いただきましたけども、もしそうやって売れ

残った場合は市民の税金から払っていくとい

うことになるということは、俺が「家を建て

てくれへんか」と言って、家が例えばおかし

くなってしまって、ほんでまた工事をやって、

自分でお金を払ってそれを直すみたいな、私

の説明がどうか分からへんけども、ほんまに

そういったこと、みんな今生活も物価が高騰

して本当に大変な方がいっぱいおるというの

は僕、聞かせてもらっています。その中でも

やっぱり税金というのは払っていかなあかん

のよね。そやけど、その税金を我々が皆さん

とどういった形で、みんなにどうしたら喜ん

でもらえるかというのを考えてくれとるのは

十分僕、分かっていますよ。分かってくれと

るけども、払うほうにもその気持ち、これは

税金でやってもらっている仕事やというのは

分かってもらえるような、みんなが分かって

もらえるようなまちになったらええなという

のが僕のほんまの気持ちでございます。 

　今回もまた同じことを言わせてもらうんで

すけども、私の議員としての職務・職責は橋

本市の発展と橋本市民の不安、不信、そして

不満を少しでも解消し、笑顔あふれる元気な

まちをつくるのも仕事と考えていますので、

市当局におかれましては、今後とも切実に対

応よろしくお願いしまして、私の一般質問を

終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（森下伸吾君）10番　垣内君の一般質

問は終わりました。 

　この際、３時15分まで休憩をいたします。 

（午後２時59分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午後３時15分　再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　日程に従い、一般質問を行います。 

　順番13、12番　小林君。 

〔12番（小林　弘君）登壇〕 

○12番（小林　弘君）皆さま、改めましてこ

んにちは。お聞きしたら本日ラストというこ

とで、頑張ってまいりたいなと思っておりま

す。 

　先般から９月、サマーボール、よかったで

す。そこから12月議会までに大きな催物が、

９月22日は橋っ子祭り、11月10日、まなびの

日、そして先般、11月16、17と、まっせ・は

しもと～柿まつり～、本当に盛大に開催され、

たくさんの来場者があったということで、関

係各部の皆さま、本当にご尽力いただきまし

たこと、そして市民の皆さまのご協力があっ

てこそのことだと思いますので、感謝を申し

上げたいと思います。 

　議長のお許しを頂きましたので、一般質問

をさせていただきます。 

　大きく一つでございますが、森林環境譲与

税並びに本市の林業振興ということで、森林

環境譲与税並びに本市の林業振興についてお

伺いをいたします。 

　森林には国土の保全・水源の維持・地球温

暖化の防止・生物多様性の保全など、様々な

機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらし

てくれています。 
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　しかし、林業の担い手不足や所有者の境界

が分からなくなった土地によって、経営管理

や整備に支障を来しており、森林の機能を十

分に発揮させるため、間伐などの適切な森林

整備が課題となっております。 

　また、2015年に採択されたパリ協定の目標

達成に必要な地方財源を安定的に確保する必

要から、森林環境税及び森林環境譲与税が創

設され、令和６年度から国内に住所を有する

国民に対して、一人当たり年間1,000円の森林

環境税が国税として課税されています。徴収

された森林環境税は、その金額が森林環境譲

与税として都道府県及び市町村に譲与されて

います。 

　なお、森林整備が緊急の課題であることか

ら、森林環境譲与税は令和元年度から前倒し

で譲与されております。 

　そこでお伺いをいたします。 

　一つ目です。これまで橋本市にどれぐらい

の譲与税があったのか。また、その活用はど

のようにされたのか。 

　２、今後、橋本市は森林環境譲与税を活用

してどのように林業振興を図るのかという質

問になりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君の質問、

森林環境譲与税並びに本市の林業振興に対す

る対する答弁を求めます。 

　経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）森林環境譲与

税並びに本市の林業振興についてお答えしま

す。 

　一点目のこれまで橋本市にどれくらい譲与

税があったのか、また、その活用はどのよう

にされたのかについてお答えします。 

　森林環境譲与税は、森林の整備などを目的

として、令和元年度より都道府県と市町村に

譲与が始まり、県、市への配分にあたっては

人口、林業就業者数、私有林人工林の面積で

金額が決定します。 

　本市への森林環境譲与税の配分金額は令和

元年度の788万円から始まり、年々増加し令和

５年度には2,496万2,000円となりました。令

和５年度末までの合計金額は9,249万8,000円

となっています。 

　森林環境譲与税の活用目的は、森林の整備

や人材の育成、木材の普及啓発などで、本市

においては森林の整備を進めるため、森林所

有者に対し意向調査を実施しているほか、森

林の間伐等に関する補助を実施しています。 

　また、令和４年度からは橋本市産材を利用

した木製玩具を製造し、４から５か月健診で

乳幼児に配布するなど、木育についても推進

しています。 

　今年度さらに地元の木工職人、デザイナー

と協力し、新しい木製玩具の開発を進めてお

り、家族で木製玩具を使い遊ぶことで、木に

対して興味を深めていただければと考えてい

ます。 

　二点目の今後、橋本市は森林環境譲与税を

活用してどのように林業振興を図るのかにつ

いてですが、令和元年度より取り組んでいる

森林経営管理事業では、市内全域の私有林の

現況を順次調査し、森林所有者に対して森林

管理の意向調査を行っています。この意向調

査を令和12年度までの約10年間で行い、最終

的に市内全域の森林について適切な管理方法

による森林整備につなげていきたいと考えて

います。 

　森林は計画に基づいた管理により間伐を行

うことで、手入れ不足で鬱蒼としていた森林

の中に光が入り、下草や樹木の成長が促され

ます。これらの樹木が強く根を張ることで、

森林が本来持っている災害や土砂崩れを防ぐ

機能、雨水を地中に浸透させる機能など多面
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的な機能が発揮されることとなります。 

　また、森林を整備することで、ここ数年餌

を求め里山に下りてきている鳥獣の餌場とな

ることも期待され、里山における農作物への

被害を減らす一助になればと考えています。 

　一方で、森林でも他の業種同様に後継者不

足が課題となっており、人材の育成がなかな

か進まないといった現状があります。今後は

森林環境譲与税の活用はもちろん、地域おこ

し協力隊も併せて活用することで、林業振興

に取り組む人材の育成を進めたいと考えてい

ます。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君、再質問

ありますか。 

　12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）部長、どうもありがと

うございます。ご答弁ありがとうございまし

た。 

　そのご答弁の中に、ここ数年餌を求めて鳥

獣の被害というのはこの近辺というんですか

ね、僕の家の近くの小学校から直線距離で100

メーターのところにもかなりの鹿であったり

イノシシであったり、ニホンカモシカまで見

ることもありました。それでこういう税金を

使ってしっかりと山のほうに整備していって

いただきたいということで、再質問のほうに

入らせていただきます。 

　令和６年度の森林環境譲与税はいくらとな

りましたか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）令和６年度の

森林環境譲与税の譲与額になるんですけども、

こちらは3,320万7,000円の予定。これは単年

度ですけども、となっております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）森林環境譲与税は今後

も譲与されていく予定になっておりますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）森林環境譲与

税、森林環境税が原資になっておるんですけ

ども、森林環境税は令和６年度から市町村民

税の均等割で1,000円ということで課税され

ておるんですが、期限が設定されておりませ

んので、基本的に今後も続くというふうに考

えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）ありがとうございます。 

　先般も和歌山県知事がしっかりと森のほう

をそういう整備をしていくと言っておるのを

お聞きしましたね。 

　現在開発を進めている木製の玩具とはどう

いったものですか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）先ほど壇上答

弁でさせていただいた現在開発を進めている

木製玩具なんですが、５センチ四方程度の立

方体の木の２面にカラフルな絵が描かれたも

のが９個で１セットというふうになったもの

で、その側面を一つを二つに割ってあって、

絵合わせのようにできるように、そういう玩

具にしています。子どもにとってはパズルと

か家族で遊ぶ用やとか使えるようになってい

ますので、家族みんなで遊んでいただけたら

なというふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）ありがとうございます。 

　続きます。現在、森林経営管理事業の意向

調査はどの辺りまで進んでいますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）森林経営管理

法に基づく意向調査のほうなんですけども、

令和２年度から本年度実施しておりまして、

市内全体で59地区に割って進めておるんです
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が、現在14地区の調査を行いました。調査内

容につきましては、所有者の森林の経営の管

理の状況と、また経営管理ができていない場

合に、森林経営管理法に基づく市での管理委

託を希望するかなどの意向調査を実施してお

ります。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）ありがとうございます。 

　続きます。現在、林業に関わっている方は

どれぐらいいらっしゃいますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

　現在林業に関わっている方なんですが、和

歌山県の木材業者等登録簿によりますと、市

内では６事業所、30名程度というふうになっ

ています。過去に比べるとかなり減っている

ような状況になっております。今後は地域お

こし協力隊を活用するなど、若い方で林業と

地域農業に携わっていただける人材の確保に

ついて進めていこうというふうに考えており

ます。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）どうもありがとうござ

います。 

　地域おこし協力隊というお話が出ましたが、

以外での人材の確保についてはどのように進

めてまいりますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）人材の確保に

ついてのおただしなんですけども、和歌山県

には林業での就職をめざす人のために、研修

のためのコースや研修期間の生活費を支援す

る制度があります。生活費、だいたい年142

万円支援してくれるようです。状況としまし

て、大事なのは財源として補助金があること

も大事なんですが、そもそも林業に携わりた

い方をどれだけ確保するかというのが大事や

というふうに考えております。 

　本市としましては、数年前、５年ぐらい前

になるんですが、大阪の移住相談をシティプ

ロモーション課の関係でしたときに、どうし

ても林業をやりたいという方の相談がありま

した。この方は今橋本市へ来られて、森林組

合こうやのほうでも従事しとるという状況も

ありました。そういう方をできるだけ拾える

ような状況をつくって、林業に従事したい、

半林半Ｘでもいいと思うんですけど、従事し

たいという方を増やして、できるだけ市内の

森林というのを整備していけたらなというふ

うに、なかなか難しいと思うんですが、と考

えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）それは今お一人、大阪

から来られているんですか。 

○経済推進部長（三浦康広君）はい。 

○12番（小林　弘君）お幾つぐらいの方か分

かりますか。それは分かりませんか。そした

ら結構です。 

　今作られている玩具は、僕らはあまり見た

ことがないんで、そういうのも今後また見せ

ていただきたいなというのはあるんやけども、

それは見せていただけることは可能なんかな。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）この間、私も

試作品をまだ確認しただけなので、手元にあ

れば見ていただくことは可能やと思いますし、

間もなくできると思いますので、できました

らまた披露したいというふうに考えておりま

す。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）先ほどの５センチ角の
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ものと、もう一個あるんかな、ほかに。これ

だけですか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）木製玩具につ

いては、以前のものとは変わったのが今説明

させていただいたものなんですけど、以前は

市内の事業者にご協力いただきまして、木の

箱の中に三角とか丸とかの形があって、そこ

にその形に応じた木のおもちゃを入れていく

ような玩具でした。あと、木の卵といいまし

て、卵型に木を削って、それをプールみたい

にして遊べるようなものもございます。でき

るだけ木に親しんでいただこうということで、

そういうことをやっておるという状況でござ

います。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君。 

○12番（小林　弘君）ありがとうございます。 

　まだまだこれからしっかりとやっていかな

あかん事業になってくると思いますので、質

問に対してはこれで終わりますけども、最後

に締めさせていただきます。 

　令和６年度より年間1,000円の森林環境税

が個人住民税に併せて徴収をされています。

橋本市では、これまでも森林環境譲与税を活

用した林業施策を実施していただいています

が、今後、森林環境税の徴収に合わせ、活用

方法はさらに市民の注目されることになると

思います。お金、税金を取られておるという

ことでね。森林の持つ多面的な機能の理解を

広く市民に広げていただきまして、森林の整

備の必要性と木材の普及啓発、人材育成につ

いて今後も取組みを進めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いをいたしまして、

私の質問は終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○議長（森下伸吾君）12番　小林君の一般質

問は終わりました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明

12月４日午前９時30分から会議を開くことに

いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

　本日はこれにて延会いたします。お疲れさ

までした。 

（午後３時33分　延会） 
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